
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
一
九
九
）

イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
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階
層
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に
つ
い
て
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Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
と
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
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展
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紘　
　

捷
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
〇
〇
）

一
．
は
じ
め
に
（
問
題
の
所
在
）

欧
州
統
合
が
深
化
し
、
か
つ
欧
州
人
権
条
約
が
よ
う
や
く
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
お
い
て
国
内
法
化
さ
れ
（
１
）

、
さ
ら
に
は
新
し
い
独
立
の
最
高

裁
判
所
が
設
置
さ
れ
（
２
）

、
ま
た
地
方
分
権
改
革
（
３
）

を
は
じ
め
と
す
る
近
時
の
一
連
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
憲
法
改
革
。
そ
の
な
か
で
、
イ
ギ
リ

ス
憲
法
の
中
核
的
基
本
原
理
で
あ
る
議
会
主
権
は
今
大
き
く
変
容
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
絶
対
的
な
議
会
主
権
を
意
味
す
る

“P
arliam

entary S
overeignty ”

な
る
言
葉
も
、
今
日
で
は
単
に
優
位
性
を
示
す
に
過
ぎ
な
い“P

arliam
entary S

uprem
acy ”

を
用
い

る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
４
）

。
絶
対
的
な
意
味
か
ら
相
対
的
な
意
味
へ
の
変
容
。
本
稿
は
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
が

進
展
す
る
な
か
で
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
の
位
置
づ
け
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
か
を
中
心
的
に
考
察
す
る
。

し
か
し
議
会
主
権
と
は
本
来
イ
ギ
リ
ス
国
内
法
体
系
の
な
か
、
議
会
の
作
る
制
定
法
は
至
高
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
に
立
つ
基
本
法

な
ど
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
権
限
の
行
使
を
一
定
の
分
野
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
以
外
の
超
国
家
機
関
の
公
権
力

に
委
ね
、
イ
ギ
リ
ス
が
そ
れ
へ
の
権
限
行
使
に
甘
ん
じ
る
た
め
に
は
、
や
は
り
憲
法
上
何
ら
か
の
授
権
を
要
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
形
で
行
う
か
は
イ
ギ
リ
ス
憲
法
上
必
ず
し
も
明
文
の
規
定
が
あ
る
わ
け
で
な
い
。
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス

自
身
が
成
文
憲
法
を
制
定
す
る
形
で
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
が
一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
今
は
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
て
い
る
が
、
労

働
党
政
権
の
下
で
九
七
年
以
降
行
わ
れ
た
一
連
の
憲
法
改
革
の
延
長
戦
上
に
そ
の
議
論
は
あ
っ
た
（
５
）

。
ま
た
そ
れ
を
支
え
る
熱
い
議
論
も
あ

る
（
６
）

。
し
か
し
、
今
一
つ
、
議
会
に
主
権
を
譲
っ
て
き
た
司
法
部
と
Ｅ
Ｕ
加
盟
後
の
議
会
と
の
間
に
法
的
革
命
に
も
似
た
劇
的
な
変
化
が
起

き
る
こ
と
で
解
決
し
う
る
と
考
え
る
こ
と
の
方
が
よ
り
現
実
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
一
七
世
紀
に
議
会
に
主
権
が
落
着
し
た
と

き
、
そ
の
劇
的
変
化
を
認
識
し
た
の
は
司
法
部
で
あ
り
、
そ
れ
に
沿
っ
て
議
会
主
権
の
原
理
を
今
日
の
形
に
定
義
づ
け
て
き
た
の
は
ほ
か

四
四



イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
〇
一
）

な
ら
ぬ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
７
）

。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
真
の
意
味
、
そ
れ
は
Ｅ
Ｕ
法
（
本
稿
で
は
基
本
的
に
Ｅ
Ｕ
法
な
い
し
Ｅ
Ｕ
で
表
記
を
統
一
す
る
が
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約

の
発
効
す
る
一
九
九
三
年
以
前
の
判
例
を
引
用
す
る
時
は
そ
の
ま
ま
Ｅ
Ｃ
法
も
し
く
は
Ｅ
Ｃ
を
使
用
す
る
）
の
直
接
適
用
性
を
確
立
し
たV

an G
ent 

en L
oos

社
事
件
判
決
（
８
）

、
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
の
原
理
を
確
立
し
たC

osta

対E
N

E
L

事
件
判
決
（
９
）

を
今
更
取
り
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
イ

ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
に
及
ぼ
し
て
い
る
イ
ン
パ
ク
ト
は
計
り
知
れ
な
い
。
と
く
に
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
へ
向
け
て
統
合
の
深
化
が
高
ま

ろ
う
と
す
る
一
九
九
〇
年
代
、
イ
ギ
リ
ス
で
下
さ
れ
た
フ
ァ
ク
タ
テ
ー
ム
事
件
の
貴
族
院
判
決
（
後
述
）
は
司
法
部
に
と
っ
て
一
つ
の

タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
件
で
高
等
法
院
女
王
座
部
は
議
会
の
作
っ
た
一
九
八
八
年
の
商
船
法
の
執
行
を

停
止
す
る
仮
差
止
め
命
令
を
大
胆
に
許
可
し
た
。
し
か
し
厳
格
な
議
会
主
権
か
ら
す
れ
ば
一
時
的
に
も
議
会
制
定
法
の
効
力
を
差
止
め
る

こ
と
な
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
か
く
し
て
控
訴
院
と
貴
族
院
が
こ
れ
を
支
持
せ
ず
、
同
時
に
こ
の
事
件
を
当
時
欧
州
司
法
裁
判
所
に
付
託
し

た
と
き
、
同
司
法
裁
判
所
は
「
Ｅ
Ｃ
法
に
関
す
る
事
件
で
仮
差
止
命
令
の
発
給
を
妨
げ
て
い
る
唯
一
の
障
害
が
国
内
法
の
原
則
で
あ
る
と

国
内
裁
判
所
が
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
原
則
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
た
。
こ
こ
で
〝
唯
一
の
障
害
〟
で
あ
る
と
さ

れ
た
原
則
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
〝
議
会
主
権
の
原
理
〟
で
あ
り
、
結
果
的
に
同
司
法
裁
判
所
は
、
控
訴
院
で
も
貴
族
院
で
も
な
く
、
下
級
審

の
高
等
法
院
女
座
部
の
判
決
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
貴
族
院
は
こ
の
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
従
っ
て
唯
一
の
障
害
の
修

正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

H
.W

.R
.

ウ
ェ
イ
ド
は
こ
れ
を
評
し
て
「（
高
等
法
院
）
女
王
座
部
の
方
が
一
九
七
二
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
法
（E

uropean C
om

m
unities 

A
ct 1972

、
以
下
単
に
〝
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
〟
と
称
す
る
［
筆
者
注
］）
の
も
た
ら
し
た
憲
法
上
の
法
的
革
命
を
よ
り
理
解
し
て
い
た
…
（
中
略
）
…

Ｅ
Ｃ
法
の
文
脈
で
述
べ
る
な
ら
ば
、
国
会
の
意
思
は
も
は
や
主
権
で
は
な
い
（
10
）

」
と
評
し
た
の
は
極
め
て
衆
目
を
集
め
た
。
こ
こ
で
ウ
ェ
イ

四
四



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
〇
二
）

ド
が
指
摘
し
た
〝
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
が
も
た
ら
し
た
憲
法
上
の
法
的
革
命
〟
と
の
言
葉
は
極
め
て
重
い
。
し
か
も
彼
の
言
う
憲
法
上
の
法
的

革
命
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
司
法
部
の
姿
勢
は
そ
れ
に
続
く
二
〇
〇
三
年
の
ソ
バ
ー
ン
事
件
判
決
で
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
高
等
法
院
合
議
法

廷
段
階
に
お
け
る
判
決
で
あ
り
、
貴
族
院
に
上
訴
さ
れ
後
、
却
下
さ
れ
て
事
件
は
確
定
さ
れ
た
が
、
当
該
ソ
バ
ー
ン
事
件
高
等
法
院
判
決

で
、
ロ
ー
ズ
判
事
は
議
会
制
定
法
の
階
層
化
を
図
り
、
一
定
の
重
要
な
制
定
法
と
そ
う
で
な
い
制
定
法
に
区
分
し
、
前
者
を
憲
法
的
制
定

法
、
後
者
を
通
常
の
議
会
制
定
法
と
に
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
前
者
の
議
会
制
定
法
に
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
も
入
る
と
し
た
。
本

稿
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
に
対
し
イ
ギ
リ
ス
の
司
法
部
が
議
会
主
権
を
ど
の
よ
う
に
整
合
さ
せ
よ
う
と
し
て
き
た
の
か
、
従
来
の
制
約
論

は
（
11
）

さ
て
お
き
初
期
判
例
か
ら
ソ
バ
ー
ン
事
件
判
決
に
続
く
こ
れ
ま
で
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
発
展
を
考
察
し
た
い
。

二
．
議
会
主
権
と
Ｅ
Ｕ
法
の
関
係

１
．
Ｅ
Ｕ
法
と
議
会
主
権
の
関
係
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
Ｅ
Ｕ
法
が
議
会
主
権
に
及
ぼ
す
イ
ン
パ
ク
ト
と
い
う
も
の
を
考
え
る
場
合
、
両
者
の
関
係
に
は
Ｅ
Ｕ
法
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
Ｅ
Ｕ
法
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
基
本
的
に
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判

所
が
判
例
を
積
み
重
ね
る
中
で
構
築
さ
れ
て
き
た
。
直
接
適
用
性
の
原
理
や
国
内
法
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
の
原
理
が
ま
さ
に
そ
う

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
の
重
要
判
例
を
通
じ
て
確
立
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
国
内
に
は
憲
法
が
あ
り
、
Ｅ
Ｕ

法
と
国
内
法
の
関
係
は
ま
さ
に
憲
法
上
の
問
題
で
も
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
国
内
法
に
何
ら
か
の
変
更
を
も
た
ら
し
う
る
条
約
を
受

け
入
れ
、
そ
の
効
力
を
国
内
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
基
本
的
に
は
憲
法
上
ど
う
し
て
も
立
法
部
が
介
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
四



イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
〇
三
）

介
在
し
て
立
法
措
置
を
取
る
こ
と
が
要
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
周
知
の
通
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
す
る
前
年
、
七
二

年
Ｅ
Ｃ
Ａ
を
制
定
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
り
、
Ｅ
Ｕ
法
は
基
本
的
に
こ
の
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
に
変
型
さ
れ
て
（
12
）

イ

ギ
リ
ス
の
国
内
法
の
一
部
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
憲
法
上
の
論
理
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
考
え
は
Ｅ
Ｕ
法
レ
ベ
ル
か
ら
す
れ
ば
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
。
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
は
従
来
の
条
約
と
本
質
的
に
違
う
と
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
は
、
各
国
の
主
権
の
何
ら
か
の
制
約
を
前
提
と
し
て
締
結
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
加
盟
各
国
は
加
盟
時
に
は
加
盟
国
の
憲
法
に
よ
り
批
准
さ
れ
て
発
効
す
る
に
せ
よ
、
究
極
的
に
は
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
の
立
場
に
合
わ
せ

て
憲
法
そ
の
も
の
を
改
正
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
言
え
ば
、
不
文
憲
法
の
中
核
的
原
理
で
あ

る
議
会
主
権
を
究
極
的
に
ど
う
Ｅ
Ｕ
法
レ
ベ
ル
に
整
合
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
加
盟
当
初
、
イ

ギ
リ
ス
の
議
会
は
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
が
、
従
来
の
条
約
と
変
わ
ら
な
い
、
し
た
が
っ
て
議
会
主
権
の
放
棄
に
つ
な
が
る
何
も
の
も
な
い
と
い

う
立
場
を
と
っ
て
き
た
。
し
か
し
加
盟
当
初
と
は
別
、
Ｅ
Ｕ
は
そ
れ
と
は
裏
腹
に
統
合
の
深
化
と
拡
大
を
い
や
増
し
て
行
っ
た
。
こ
の
現

実
を
目
前
に
、
議
会
主
権
に
何
ら
か
の
変
化
を
も
た
ら
し
う
る
先
導
者
は
誰
で
あ
ろ
う
か
、
議
会
自
身
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
成
文
憲

法
に
よ
り
そ
れ
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
勢
力
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
劇
的
に

主
権
が
転
移
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
劇
的
変
化
を
認
識
し
た
の
は
司
法
部
で
あ
り
、
そ
れ
に
沿
っ
て
議
会
主
権
の
原
理
を
今
日
の
形
に
定
義

づ
け
て
き
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
だ
っ
た
。
従
来
の
条
約
に
な
い
新
規
性
を
有
す
る
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
の
真
の
特
質
を

認
識
し
、
そ
れ
に
沿
っ
て
議
会
主
権
の
原
理
を
あ
る
べ
き
形
に
再
構
築
で
き
る
の
は
や
は
り
司
法
部
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
可
能
性
を
求
め
て
、
加
盟
以
来
、
イ
ギ
リ
ス
の
司
法
部
が
判
例
を
通
じ
て
議
会
主
権
の
位
置
づ
け
に
ど
の
よ
う
に
変
化
を
も
た
ら

し
つ
つ
あ
る
か
。
そ
れ
を
知
る
に
は
、
変
化
の
契
機
と
な
り
う
る
要
因
、
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
官
た
ち
が
判
例
の
中
で
Ｅ
Ｕ
の
基

四
四



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
〇
四
）

本
諸
条
約
（
以
下
、
し
ば
し
ば
、
単
に
ロ
ー
マ
条
約
と
称
す
る
）
の
真
の
意
味
を
ど
れ
だ
け
認
識
す
る
か
、
そ
し
て
そ
の
認
識
の
下
に
、
議
会

主
権
を
Ｅ
Ｕ
の
新
規
で
独
立
の
法
秩
序
に
ど
の
よ
う
に
整
合
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
重
要
な
視
点
と
な
ろ
う
。
も
し
裁
判
官
が
ロ
ー

マ
条
約
の
新
規
性
を
少
し
も
認
識
し
よ
う
と
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
議
会
主
権
の
伝
統
的
立
場
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
欧
州
統

合
が
進
展
す
る
な
か
、
そ
れ
に
沿
う
原
理
的
な
解
決
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
（
13
）

、
判
例
の
傾
向
を
考
察
し
て
み
た
い
。

２
．
議
会
主
権
の
伝
統
的
立
場

と
こ
ろ
で
、
ダ
イ
シ
ー
（D

icey
）
に
よ
れ
ば
（
14
）

、
議
会
主
権
と
は
、
三
つ
の
原
則
か
ら
成
る
と
さ
れ
る
。
第
一
に
、
⒤
議
会
は
最
高
の
法

定
立
者
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
か
な
る
事
項
に
お
い
て
も
、
至
高
の
法
を
定
立
で
き
る
と
す
る
原
則
（
15
）

で
あ
る
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
議
会
主
権

の
積
極
的
な
局
面
を
示
す
原
則
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
ⅱ
議
会
は
後
の
議
会
を
拘
束
で
き
な
い
と
の
原
則
（
16
）

で
あ
る
。
時
間
的
に

最
も
新
し
い
議
会
の
至
高
性
を
示
す
原
則
と
も
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
ⅲ
い
か
な
る
人
、
い
か
な
る
機
関
─
裁
判
所
を
含
む

─
も
議
会
の
作
る
法
の
有
効
性
を
争
い
得
な
い
と
す
る
原
則
（
17
）

で
あ
る
。
消
極
的
な
側
面
と
さ
れ
る
原
則
で
あ
る
。
以
上
三
つ
の
原
則
を
ひ

と
く
く
り
で
言
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
に
お
い
て
議
会
の
作
る
制
定
法
と
並
び
立
ち
、
ま
た
は
、
こ
れ
に
凌
駕
で
き
るH

igher law

は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
国
内
法
の
一
部
に
な
っ
た
Ｅ
Ｕ
法
と
い
え
ど
も
、
厳
格
な
議
会
主
権
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
こ
れ

を
凌
駕
し
え
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ
が
議
会
主
権
の
伝
統
的
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
伝
統
的
立
場
は
Ｅ
Ｕ
法
の
レ
ベ
ル
か
ら
の
ア

プ
ロ
ー
チ
か
ら
す
れ
ば
誤
ま
り
で
あ
り
、
そ
れ
と
真
正
面
か
ら
衝
突
す
る
。
何
故
な
ら
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は

い
か
な
る
国
内
法
に
対
し
て
も
優
位
性
を
有
す
る
と
判
例
で
確
立
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
議
会
主
権
の
原
則
⒤
は
、
い
か
な
る
事
項
に
つ
い
て
も
議
会
は
制
定
法
に
て
主
権
を
行
使
で
き
る
と
い
う
原
則
だ
が
、
こ

四
四



イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
〇
五
）

れ
は
今
で
も
ダ
イ
シ
ー
伝
統
の
厳
格
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
理
論
上
そ
の
通
り
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
財
産
権
の
な
い
男
女
か

ら
選
挙
権
を
奪
う
法
を
可
決
し
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
時
代
に
戻
す
立
法
も
不
可
能
で
は
な
い
と
さ
れ
る
（
18
）

。
ま
た
、
後
に
問
題
と
な
る

ヘ
ン
リ
ー
は
八
世
条
項
も
制
定
可
能
で
あ
る
（
後
出
七
二
頁
参
照
）。
さ
ら
に
遡
及
効
の
あ
る
制
定
法
（retrospective legislation

）
も
ま
た

可
能
だ
と
さ
れ
る
（
19
）

。
だ
が
、
こ
れ
は
昨
今
、
欧
州
人
権
条
約
上
否
定
さ
れ
た
（
20
）

。
し
か
し
本
稿
で
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
の
議
論
は

別
稿
に
譲
り
た
い
。

ま
た
、
ⅲ
の
議
会
主
権
の
側
面
に
つ
い
て
、
議
会
は
至
高
で
あ
る
が
ゆ
え
に
裁
判
所
は
議
会
制
定
法
を
常
に
有
効
な
も
の
と
し
て
承
認

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、イ
ギ
リ
ス
の
司
法
部
に
は
基
本
的
に
議
会
制
定
法
に
対
す
る
司
法
審
査
権
は
な
い
と
さ
れ
る
。た
と
え
ば
、一
九
六
七

年
の
国
王
対
ジ
ョ
ー
ダ
ン
事
件
判
決
（
21
）

の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
の
Ｅ
Ｕ
法
と
イ
ギ
リ
ス
法
の
関
係
を
見
る
と
き
、
結
果
的
に
司
法

部
に
あ
た
か
も
司
法
審
査
権
の
萌
芽
の
よ
う
な
も
の
が
み
ら
れ
る
と
の
見
方
も
出
て
こ
よ
う
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
国
内
法

の
関
係
に
お
い
て
も
両
者
が
一
致
し
な
い
時
の
司
法
部
の
不
一
致
宣
言
な
ど
、
結
果
的
に
司
法
審
査
に
近
い
様
相
も
出
て
い
る
。
こ
れ
も

も
と
は
と
い
え
ば
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
中
核
的
原
理
で
あ
る
議
会
主
権
へ
及
ぼ
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
の
一
つ

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
本
稿
で
は
割
愛
し
た
い
。

他
方
、
ⅱ
の
議
会
主
権
の
二
つ
目
の
原
則
は
、
Ｅ
Ｕ
法
と
議
会
制
定
法
の
関
係
を
考
察
す
る
う
え
で
、
最
も
重
要
な
原
則
な
の
で
、
本

稿
で
は
こ
の
原
則
を
中
心
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
原
則
は
前
述
し
た
よ
う
に
、〝
時
間
的
に
最
も
新
し
い
議
会
の
至
高

性
を
示
す
原
則
〟
と
も
言
わ
れ
、「
後
法
は
前
法
を
廃
す
（L

ex posterior d
erogate priori

）」
と
の
法
準
則
と
も
一
致
し
よ
う
。

前
法
後
法
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
前
後
二
つ
の
議
会
制
定
法
が
明
示
的
な
形
で
抵
触
す
る
場
合
と
黙
示
的
に
抵
触
す
る
場
合
と
が
あ
り

う
る
。
が
、
ダ
イ
シ
ー
伝
統
に
お
い
て
は
、
明
示
的
に
も
、
黙
示
的
に
も
後
の
議
会
制
定
法
、
す
な
わ
ち
後
法
こ
そ
断
固
優
位
す
る
、
と

四
四



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
〇
六
）

い
う
の
が
イ
ギ
リ
ス
憲
法
上
の
通
説
的
解
釈
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
〝
明
示
的
廃
止
の
原
則
（
22
）

〟
と
〝
黙
示
的
廃
止
の
原

則
〟
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
議
会
制
定
法
と
議
会
制
定
法
の
関
係
で
の
話
で
、
議
会
制
定
法
と
条
約
の

関
係
で
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
議
会
制
定
法
と
ロ
ー
マ
条
約
の
関
係
を
見
る
場
合
も
、
あ
く
ま
で
ロ
ー
マ
条
約
を
変
型
し
た
七
二

年
Ｅ
Ｃ
Ａ
（E

C
A

1972

）
と
い
う
議
会
制
定
法
と
他
の
制
定
法
と
の
関
係
で
論
じ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
明
示
的
な
廃
止
と
は
、
議
会
が
制
定
法
の
中
で
前
法
を
廃
止
す
る
と
明
確
な
形
で
規
定
す
る
場
合
で
あ
る
。
他
方
、
黙
示
的

廃
止
と
は
、
制
定
法
の
中
で
明
文
の
形
で
前
法
を
廃
止
す
る
と
は
規
定
し
て
い
な
い
が
、
結
果
と
し
て
廃
止
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
場

合
で
あ
る
。
具
体
的
事
例
と
し
て
よ
く
出
さ
れ
る
の
は
一
九
三
二
年
の
ヴ
ォ
ク
サ
ル
不
動
産
会
社
対
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
市
公
社
事
件
（
23
）

、
あ
る

い
は
一
九
三
四
年
の
エ
レ
ン
街
不
動
産
会
社
対
保
健
大
臣
事
件
（
24
）

で
あ
ろ
う
。

ヴ
ォ
ク
サ
ル
不
動
産
会
社
事
件
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
一
九
一
九
年
の
土
地
収
用
法
と
一
九
二
五
年
の
住
宅
法
の
関
係
で
あ
り
、
両
者

の
事
件
と
も
、
そ
の
中
で
後
法
た
る
一
九
二
五
年
法
が
前
法
た
る
一
九
一
九
年
法
を
〝
黙
示
的
に
廃
止
し
た
〟
と
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
エ

レ
ン
街
不
動
産
会
社
事
件
で
、
モ
ー
ム
控
訴
院
判
事
（M

augham
, L

J

）
は
判
決
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
：「
立
法
部
は
、
我
が
国
憲

法
上
、
後
の
立
法
の
形
式
に
関
し
て
自
ら
を
拘
束
し
え
な
い
し
、
同
一
の
事
柄
を
取
り
扱
う
後
の
議
会
制
定
法
に
お
い
て
黙
示
の
廃
止
が

不
可
能
で
あ
る
と
の
法
規
を
定
め
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
（
25
）

」
と
判
示
し
た
。

Ｅ
Ｃ
（
現
Ｅ
Ｕ
）
加
盟
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
の
発
展
を
見
る
と
き
、
明
示
的
廃
止
と
黙
示
的
廃
止
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
、〝
黙
示

的
廃
止
の
原
則
〟
は
次
第
に
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
後
に
取
り
上
げ
る
二
〇
〇
三
年

の
ソ
バ
ー
ン
事
件
の
上
訴
審
判
決
で
は
、
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
黙
示
的
廃
止
の
原
則
が
事
実
上
廃
止
さ
れ
、
議
会
主
権
へ
の
影
響

と
変
化
が
こ
こ
ま
で
到
達
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
以
下
に
イ
ギ
リ
ス
が
一
九
七
三
年
に
Ｅ
Ｃ
（
現
Ｅ
Ｕ
）
に
加
盟
し
て
か
ら
そ
の
到
達
点

四
五



イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
〇
七
）

に
至
る
ソ
バ
ー
ン
事
件
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
判
例
法
の
発
展
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。

三
．
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
と
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
変
遷
（
司
法
部
の
態
度
）

１
．
初
期
の
判
例
（
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
と
議
会
主
権
の
衝
突
）

初
期
判
例
の
う
ち
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
す
る
前
年
に
起
き
た
一
九
七
二
年
の
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
事
件
を
ま
ず
取
り
上
げ
る
こ
と

に
し
た
い
。

⒜　

一
九
七
二
年
の
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
対
法
務
長
官
事
件（26
）

（
衝
突
の
回
避
：
議
会
主
権
は
法
的
理
論
で
あ
っ
て
政
治
的
実
態
と
は
一
致
し
な
い
）

［
事
実
概
要
］　

原
告
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
、
政
府
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
条
約
に
署
名
す
れ
ば
、
従
来
の
条
約
と
異
な
る
ロ
ー
マ
条
約
の
性
質
に
よ

り
、
無
制
約
性
の
議
会
主
権
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
法
に
反
す
る
と
主
張
し
た
。（
高
等
法
院
判
決
）　

し
か
し
一
審

の
高
等
法
院
のE

veleigh

判
事
は
本
件
に
は
何
ら
の
訴
因
が
な
い
と
し
て
こ
れ
を
却
下
。
そ
こ
で
原
告
は
控
訴
院
民
事
部
に
上
訴
し
た
。

［
判
旨
］　

Ｅ
Ｃ
に
加
盟
す
る
か
否
か
の
協
議
は
ま
さ
に
進
行
中
で
あ
り
、
条
約
へ
の
署
名
も
さ
れ
て
い
な
い
。
条
約
締
結
権
は
女
王
に
あ

り
、
そ
れ
は
裁
判
所
で
争
い
得
な
い
。
ゆ
え
に
請
求
棄
却
（
27
）

。
し
か
し
、
こ
の
判
決
の
傍
論
で
、
デ
ニ
ン
グ
卿
記
録
長
官
判
事
（L

ord 

D
euning, M

.R
.

）
は
、
ロ
ー
マ
条
約
は
従
来
イ
ギ
リ
ス
が
締
結
し
た
他
の
条
約
と
同
様
で
あ
る
旨
を
述
べ
た
。
そ
し
て
ロ
ー
マ
条
約
に
対

し
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
は
欲
す
る
が
ま
ま
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
も
、
改
廃
す
る
こ
と
も
で
き
る
、
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
彼
は
続
け
て

「（
イ
ギ
リ
ス
の
）
議
会
も
、
こ
の
条
約
は
以
後
、
我
が
国
の
法
の
一
部
に
な
る
と
し
て
法
律
を
制
定
し
た
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
制
定
法
と

効
力
に
於
い
て
等
し
い
の
で
あ
る
。」
と
も
述
べ
た
。

四
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
〇
八
）

［
評
釈
］　

ロ
ー
マ
条
約
は
Ｅ
Ｃ
の
設
立
当
初
か
ら
主
権
の
制
約
に
立
つ
新
し
い
Ｅ
Ｃ
法
と
い
う
法
秩
序
を
創
出
し
た
条
約
で
、
従
来
の
条

約
と
質
的
に
異
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ニ
ン
グ
卿
（
28
）

控
訴
院
判
事
は
傍
論
で
、
ロ
ー
マ
条
約
を
従
来
イ
ギ
リ
ス
が
締
結
し
た
他
の
条

約
と
同
一
視
し
、
そ
の
上
で
、（
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
を
通
じ
て
導
入
し
た
に
過
ぎ
な
い
）
ロ
ー
マ
条
約
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
は
欲
す
る
ま

ま
に
法
律
を
制
定
し
、
改
廃
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
た
。
こ
れ
が
、
初
期
判
例
に
見
ら
れ
る
裁
判
官
の
一
般
的
な
態
度
で
あ
り
、
彼

ら
は
、
こ
の
時
期
、
基
本
的
に
は
議
会
主
権
の
伝
統
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
同
判
事
は
、
本
件
は
一
般
論
と
し
て
言
え
ば
、
本
件
は
議
会
主
権
の
原
理
に
反
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
法
的
理
論
で
あ
っ
て
、

政
治
的
実
態
は
そ
れ
と
は
一
致
し
な
い
（
29
）

、
こ
れ
ま
で
の
例
で
も
、
自
治
領
等
の
独
立
を
認
め
た
法
律
な
ど
が
あ
る
、
と
も
述
べ
た
。
こ
れ

は
議
会
主
権
に
対
す
る
政
治
的
観
点
か
ら
現
実
の
制
約
論
で
従
来
か
ら
存
在
す
る
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
考
え
は
政
治
的
制
約
で

あ
っ
て
、
原
理
な
意
味
で
の
法
的
制
約
で
は
な
い
。
こ
の
議
論
に
固
執
す
る
限
り
、
議
会
主
権
を
ロ
ー
マ
条
約
に
原
理
的
に
整
合
さ
せ
よ

う
と
す
る
解
決
は
見
出
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

⒝　

一
九
七
四
年
の
エ
ッ
ソ
石
油
会
社
対
キ
ン
グ
ス
ウ
ッ
ド
自
動
車
会
社
事
件（30
）

（
高
等
法
院
判
決
）（
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
は
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
の

結
果
に
す
ぎ
な
い
）

［
事
実
概
要
］　

原
告
、
被
告
間
に
交
わ
さ
れ
た
原
告
石
油
会
社
商
品
（
エ
ッ
ソ
石
油
製
品
）
の
独
占
販
売
契
約
が
、
ロ
ー
マ
条
約
第
八
五
条

（
競
争
制
限
）
と
の
関
係
で
有
効
性
を
有
す
る
か
が
争
わ
れ
た
。

［
判
旨
］　

こ
の
独
占
販
売
契
約
は
ロ
ー
マ
条
約
の
下
、
有
効
性
を
持
た
な
い
と
判
示
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
の
ブ
リ
ッ
ジ
判
事
（J.W

. 

B
ridge

）
は
傍
論
の
な
か
で
、「
イ
ギ
リ
ス
の
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
に
よ
り
、
ロ
ー
マ
条
約
及
び
共
同
体
機
関
の
定
立
す
る
Ｅ
Ｃ
立
法
の
諸
規

四
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イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
〇
九
）

定
が
一
九
七
三
年
一
月
一
日
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
内
法
の
一
部
に
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
我
が
国
の
国
内
法
と
抵
触
す
る
場
合
は
、
七

二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
の
効
力
と
し
て
Ｅ
Ｃ
法
が
優
位
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

［
評
釈
］　

こ
の
傍
論
は
、
結
果
的
に
条
約
に
優
位
性
を
与
え
た
点
で
先
の
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
事
件
の
判
決
よ
り
は
評
価
し
う
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
ブ
リ
ッ
ジ
判
事
が
述
べ
た
後
半
部
分
の
「
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
の
効
力
と
し
て
」
と
い
う
表
現
は
、
ロ
ー
マ
条
約
は
あ
く
ま

で
イ
ギ
リ
ス
憲
法
上
の
二
元
論
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
の
国
内
法
の
一
部
に
な
っ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
や

は
り
こ
の
態
度
も
あ
る
意
味
で
議
会
主
権
の
伝
統
的
立
場
を
擁
護
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
も
取
れ
よ
う
。
し
か
し
、
も
し
、
ダ
イ
シ
ー
伝
統

の
緩
和
的
な
立
場
の
あ
り
う
る
考
え
と
し
て
、
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
そ
の
も
の
が
Ｅ
Ｃ
法
秩
序
を
創
出
し
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
るH

igher 

L
aw

（
基
本
法
）
の
一
つ
と
捉
え
、
傍
論
中
の
「
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
の
効
力
と
し
て
」
と
い
う
言
い
回
し
を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
よ
う
と
し

て
い
る
と
す
れ
ば
あ
る
意
味
で
積
極
的
な
意
味
を
持
つ
。
こ
れ
に
つ
い
て
同
ブ
リ
ッ
ジ
判
事
は“C

om
m

unity L
aw

 and E
nglish 

C
ourts and T

ribunal （
31
）”

と
の
別
の
論
文
の
中
で
こ
の
判
例
を
一
定
程
度
評
価
し
、「
少
な
く
と
も
、
高
等
法
院
の
二
人
の
判
事
（
含
む
ブ

リ
ッ
ジ
判
事
）
は
、
Ｅ
Ｃ
法
の
優
位
性
の
原
理
の
（
真
の
）
意
味
に
気
付
い
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
Ｅ
Ｃ
法
が
我
が
国
の

国
内
法
と
抵
触
す
る
場
合
は
、
Ｅ
Ｃ
法
が
優
位
す
る
と
（
基
本
法
で
あ
る
）
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と

積
極
的
な
方
向
で
評
し
て
い
る
。
こ
の
評
価
に
は
前
の
め
り
と
の
見
方
（
32
）

も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
の
判
例
の
発
展
、
特
に
後
出
の

ソ
バ
ー
ン
判
決
に
お
け
る
ロ
ー
ズ
判
事
の
見
解
を
知
れ
ば
、
ブ
リ
ッ
ジ
判
事
の
宣
明
に
は
む
し
ろ
先
見
性
が
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
が
、

こ
れ
以
上
の
議
論
は
後
の
議
論
に
委
ね
る
こ
と
と
す
る
。

四
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
一
〇
）

２
．
適
合
解
釈
に
よ
る
衝
突
回
避
の
時
代

⒜　

一
九
八
〇
年
の
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
社
対
ス
ミ
ス
事
件
控
訴
院
判
決（33）

次
に
こ
の
判
決
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
判
例
は
初
め
て
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
か
ら
欧
州
司
法
裁
判
所
に
事
件
が
付
託
さ
れ
た
点
で
注
目

を
浴
び
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
事
件
は
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
制
定
し
た
平
等
賃
金
法
と
ロ
ー
マ
条
約
一
一
九
条
（
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
）

と
の
衝
突
と
い
う
憲
法
問
題
を
含
ん
で
い
た
。

［
事
実
概
要
］　

こ
の
事
件
で
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
制
定
し
た
平
等
賃
金
法
の
一
条
二
項
ａ
号
と
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
を
定
め
た
ロ
ー

マ
条
約
一
一
九
条
と
の
不
一
致
と
い
う
憲
法
問
題
を
含
む
も
の
。
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
社
は
あ
る
男
性
を
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
雇
用
し
、
週

六
〇
ポ
ン
ド
の
賃
金
を
支
払
っ
て
い
た
。
し
か
し
五
か
月
後
、
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
女
性
ス
ミ
ス
に
引
き
継
が
れ
た
。
し
か
し
彼
女
に
は
週

五
〇
ポ
ン
ド
し
か
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
。
彼
女
は
平
等
賃
金
法
一
条
二
項
ａ
号
に
基
づ
き
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
社
に
差
額
分
の
支
払
い
を
求

め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

一
審
の
産
業
労
働
審
判
所
は
前
任
男
性
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
仕
事
と
後
任
女
性
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
仕
事
は
同
一
と
認
定
し
、
両
者
に
差
額

が
あ
る
の
は
平
等
賃
金
法
で
禁
止
し
て
い
る
性
の
み
に
よ
る
理
由
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
原
告
の
訴
え
を
認
容
。
こ
れ
に
対
し
て

被
告
一
九
八
〇
年
の
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
社
は
平
等
賃
金
法
の
一
条
二
項
ａ
号
は
男
女
が
同
一
時
期
に
同
一
労
働
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
の

み
適
用
す
べ
き
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
に
、
時
期
が
ず
れ
て
い
る
場
合
に
は
適
用
す
べ
き
で
な
い
と
主
張
し
て
産
業
労
働
上
訴
審
判
所
へ

上
訴
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
上
訴
審
判
所
は
、
同
一
賃
金
同
一
労
働
を
原
則
と
す
る
ロ
ー
マ
条
約
一
一
九
条
（
34
）

は
、
男
女
が
同
一
時
期
に
雇
用
さ
れ
て

い
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
時
期
を
隔
て
て
男
性
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
仕
事
を
引
き
継
い
だ
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
同
条
約
一

四
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イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
一
一
）

一
九
条
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
、
と
し
て
上
訴
を
棄
却
し
た
。
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
社
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
控
訴
院
に
上
訴
し

た
。

［
判
旨
］　

多
数
意
見
（
ロ
ー
ト
ン
判
事
、
カ
ミ
ン
グ
ブ
ル
ー
ス
判
事
）
は
イ
ギ
リ
ス
の
平
等
賃
金
法
は
通
常
の
解
釈
原
理
す
な
わ
ち
文
理
解
釈

に
従
っ
て
解
釈
す
べ
き
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
一
条
二
項
ａ
号
に
定
め
る
通
常
の
意
味
は
男
女
が
同
一
時
期
に
同
一
労
働
に
従
事
す
る
場
合
に

限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
裁
判
所
は
ロ
ー
マ
条
約
一
一
九
条
の
文
言
を
同
条
項
の
助
け
と
し
て
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
一
九
条
の
真
の
意
味
を
知
る
た
め
に
、
本
件
を
欧
州
司
法
裁
判
所
に
付
託
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
事
件
は
同
欧
州
司
法

裁
判
所
へ
付
託
さ
れ
た
。

［
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
決
］　

一
一
九
条
の
下
で
、
男
女
が
同
一
時
期
に
同
一
労
働
を
す
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
判
示
、

イ
ギ
リ
ス
の
控
訴
院
に
戻
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
控
訴
院
は
女
性
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
同
一
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判

示
し
た
。

［
評
釈
］　

こ
れ
を
見
る
限
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
控
訴
院
の
多
数
意
見
よ
り
も
、
一
審
の
産
業
労
働
審
判
所
、
二
審
の
同
上
訴
審
判
所
の
方
が
、

ロ
ー
マ
条
約
（
Ｅ
Ｃ
法
）
の
真
の
意
味
を
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
事
件
を
前
法
と
後
法
と
い
う
図
式
で
考

え
た
と
き
、
一
方
で
ロ
ー
マ
条
約
一
一
九
条
の
効
力
を
国
内
法
化
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
と
後
法
で
あ
る
同
じ
イ
ギ
リ
ス
の
平

等
賃
金
法
が
あ
る
意
味
で
抵
触
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
議
会
主
権
の
伝
統
的
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
後
法
で
あ

る
平
等
賃
金
法
が
優
位
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
が
欧
州
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
る
前
に
控
訴
院
が
平
等
賃
金
法
の
一

条
二
項
院
に
ａ
号
の
規
定
が
予
定
し
て
い
る
の
は
同
一
時
期
に
同
一
労
働
に
従
事
す
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
は
、

四
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
一
二
）

議
会
主
権
の
伝
統
的
解
釈
で
あ
る
文
理
解
釈
に
従
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
伝
統
的
な
文
理
解
釈
の
手
法
は
欧
州
司
法
裁

判
所
に
よ
っ
て
放
棄
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
放
棄
し
な
け
れ
ば
ロ
ー
マ
条
約
一
一
九
条
と
平
等
賃
金
法
は
衝
突
を
避
け
ら
れ
な
い
。
衝
突

す
れ
ば
ロ
ー
マ
条
約
を
受
け
入
れ
た
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
と
そ
の
後
制
定
さ
れ
た
平
等
賃
金
法
の
衝
突
と
な
り
、
ダ
イ
シ
ー
伝
統
に
よ
る
議
会

主
権
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
後
法
、
す
な
わ
ち
、
平
等
賃
金
法
が
優
位
す
る
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
、
控
訴
院
は
伝
統
的
な
文
理
解
釈
を

棄
て
、
適
合
解
釈
の
手
法
を
取
り
、
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
決
を
受
け
入
れ
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
後
法
で
あ
る
は
ず
の
平
等
賃
金
法
の
通

常
の
解
釈
を
棄
て
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
控
訴
院
は
、
適
合
解
釈
に
よ
り
、
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
と
平
等
賃
金
法
は
衝
突
し
て
い
な
い
と

い
う
態
度
を
取
っ
た
。
し
か
し
、
文
理
解
釈
を
棄
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
、
議
会
主
権
の
黙
示
の
廃
止
の
原
則
は
変
容
を
被
っ
て

し
ま
っ
た
よ
う
に
も
見
え
、
控
訴
院
の
決
定
に
は
先
見
性
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。

し
か
し
控
訴
院
の
判
事
ら
の
態
度
は
先
見
性
が
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
議
会
制
定
法
と
議
会
制
定
法
の
衝

突
で
な
く
、
条
約
と
議
会
制
定
法
の
衝
突
の
場
合
、
従
来
よ
り
〝
議
会
制
定
法
と
議
会
制
定
法
〟
で
な
く
〝
条
約
と
国
内
法
が
衝
突
し
た

場
合
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
解
釈
原
理
〟
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
意
図
せ
ざ
る
抵
触
回
避
の
原
則
」
と
言
わ
れ
る
原
則
で
あ
る
。

こ
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
も
し
条
約
と
議
会
の
作
る
法
に
抵
触
関
係
が
生
じ
た
と
き
、
そ
れ
が
意
図
的
で
な
く
、
不
注
意
に
よ
る
も
の
で
あ

れ
ば
、
従
来
か
ら
、
司
法
部
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
条
約
上
の
義
務
を
果
た
す
意
図
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
可
能
な
限
り
、
議
会
制
定
法

を
条
約
の
規
定
に
沿
う
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
実
務
上
、
求
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
の
二
条
四
項
に
定
め

る
「
解
釈
に
よ
り
国
内
法
を
条
約
に
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
と
す
る
」
原
則
も
こ
の
意
図
せ
ざ
る
抵
触
回
避
の
原
則
を
規
定
に
盛

り
込
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
控
訴
院
が
最
終
的
に
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
決
を
受
け
入
れ
た
の
は
こ
の
原
則
に

従
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
か
ら
逸
れ
る
目
的
論
的
解
釈
を
取
り
、
適
合
解
釈
し
た
と
も
理
解
さ
れ
、
こ
の
判
決
を
も
っ
て
直
ち
に
議
会

四
四



イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
一
三
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主
権
が
変
容
さ
れ
た
と
ま
で
は
即
断
す
る
の
は
難
し
い
。

し
か
も
多
数
意
見
は
、
男
女
が
同
一
時
期
に
同
一
労
働
に
従
事
す
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
裁
判
所
は
ロ
ー
マ
条
約
一
一
九

条
の
文
言
を
同
条
項
の
助
け
と
し
て
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
る
な
ど
、
平
等
賃
金
法
を
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な
解
釈
態
度
で
あ
る
文

理
解
釈
に
と
ど
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
ロ
ー
マ
条
約
を
国
内
法
の
一
部
と
し
な
い
よ
う
な
捉
え
方
を
見
る
と
、
ロ
ー
ト
ン
判
事
、

カ
ミ
ン
グ
ブ
ル
ー
ス
判
事
ら
多
数
意
見
は
や
は
り
伝
統
的
な
立
場
を
踏
襲
し
て
い
る
感
が
否
め
な
い
。

さ
ら
に
、
こ
の
事
件
で
欧
州
司
法
裁
判
所
に
付
託
す
る
必
要
は
な
い
し
と
し
て
、
多
数
意
見
に
立
た
な
か
っ
た
デ
ニ
ン
グ
卿
は
「
将
来
、

も
し
我
が
国
の
議
会
の
明
示
的
文
言
で
も
っ
て
条
約
に
抵
触
す
る
立
法
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
司
法
部
は
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
れ
ば
よ

い
で
あ
ろ
う
か
」
と
自
ら
に
問
い
、「
そ
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
議
会
の
作
る
法
に
従
う
の
が
裁
判
所
の
義
務
で
あ
ろ
う
」
と
ロ
ー
マ
条

約
の
真
の
意
味
を
認
識
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

⒝　

一
九
八
二
年
の
ガ
ー
ラ
ン
ド
対
イ
ギ
リ
ス
鉄
道
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
社
事
件
貴
族
院
判
決（35）

次
な
る
事
件
は
イ
ギ
リ
ス
の
一
九
七
五
年
性
差
別
禁
止
法
と
ロ
ー
マ
条
約
と
の
間
に
衝
突
が
起
き
た
事
件
で
あ
る
。
先
の
事
件
が
控
訴

院
ど
ま
り
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
本
件
は
貴
族
院
ま
で
上
訴
さ
れ
た
点
で
重
要
で
あ
る
。

［
事
実
概
要
］　

上
訴
人
イ
ギ
リ
ス
鉄
道
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
社
は
、
社
員
と
そ
の
家
族
の
た
め
に
交
通
運
賃
の
無
料
、
割
引
等
の
旅
行
上

の
便
宜
を
供
与
す
る
制
度
を
有
し
て
い
た
。
社
員
は
退
職
後
も
こ
の
便
宜
を
享
受
で
き
、
と
く
に
男
子
被
用
者
の
場
合
に
は
そ
の
家
族
に

も
そ
の
便
宜
を
供
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
女
子
被
用
者
が
退
職
し
た
場
合
に
は
、
か
か
る
家
族
の
た
め
の
便
宜
は
提

四
四



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
一
四
）

供
さ
れ
な
か
っ
た
。
本
件
の
上
訴
人
ガ
ー
ラ
ン
ド
は
女
性
被
用
者
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
男
女
間
の
取
り
扱
い
に
お
い
て
男
子
被
用
者

に
の
み
「
退
職
に
関
連
す
る
供
与
」
を
提
供
す
る
こ
と
は
性
差
別
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
産
業
労
働
審
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に

対
し
て
イ
ギ
リ
ス
鉄
道
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
社
は
か
か
る
便
宜
供
与
を
適
用
除
外
と
し
て
認
め
て
い
る
一
九
七
五
年
性
差
禁
止
法
六
条
四

項
に
よ
り
こ
れ
は
性
差
別
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
一
審
の
産
業
労
働
裁
判
所
は
、
雇
用
者
の
維
持
す
る
か
か
る
制
度
は
性
差
別
禁
止
法
の
六
条
四
項
の
意
味
に
含
ま
れ
、

同
条
項
の
規
定
す
る
適
用
除
外
に
あ
た
る
と
し
、
ガ
ー
ラ
ン
ド
の
主
張
は
認
容
で
き
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
れ
を
不
服
と
し
て
ガ
ー
ラ
ン

ド
は
産
業
労
働
上
訴
審
判
所
に
上
訴
。
同
上
訴
審
判
所
は
ガ
ー
ラ
ン
ド
の
主
張
を
認
容
。
六
条
四
項
は
雇
用
中
に
存
在
す
る
特
典
を
退
職

後
も
継
続
す
る
こ
と
を
許
す
趣
旨
で
は
な
い
と
判
示
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
鉄
道
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
社
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
控
訴
院
に
上

訴
。
同
控
訴
院
は
同
社
の
上
訴
を
認
容
し
、
性
差
別
禁
止
は
六
条
四
項
の
「
退
職
に
関
連
す
る
供
与
を
除
外
す
る
」
と
の
規
定
は
広
範
な

表
現
で
、
退
職
に
ま
つ
わ
る
あ
ら
ゆ
る
便
宜
の
供
与
を
含
む
と
判
示
し
た
。

［
貴
族
院
判
決
］　

貴
族
院
は
ガ
ー
ラ
ン
ド
の
上
訴
を
受
け
て
、
か
か
る
差
別
は
ロ
ー
マ
条
約
一
一
九
条
に
反
す
る
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
の

条
約
条
項
は
直
接
効
力
を
有
す
る
規
定
か
、
そ
の
解
釈
を
求
め
て
、
事
件
を
欧
州
司
法
裁
判
所
に
付
託
し
た
。
欧
州
司
法
裁
判
所
に
お
け

る
先
行
判
決
訴
訟
に
お
い
て
、
同
司
法
裁
判
所
は
、
退
職
後
の
特
別
な
旅
行
上
の
便
宜
を
女
性
に
供
与
し
な
い
こ
と
は
ロ
ー
マ
条
約
一
一
九

条
の
意
味
に
お
け
る
差
別
で
あ
る
。
ま
た
同
一
一
九
条
は
直
接
効
力
を
有
す
る
規
定
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
貴
族
院
は
性
差
別
禁
止
法
六
条
四
項
は
、
で
き
る
だ
け
ロ
ー
マ
条
約
の
義
務
を
遂
行
す
る
よ
う
に
適
合
解
釈
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
貴
族
院
は
性
差
別
禁
止
法
へ
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な
文
理
解
釈
の
手
法
を
と
ら
ず
、
欧

州
司
法
裁
判
所
の
解
釈
す
る
ロ
ー
マ
条
約
の
意
味
と
整
合
す
る
よ
う
、
性
差
別
禁
止
法
を
適
合
解
釈
し
た
。
さ
ら
に
多
数
意
見
を
代
表
し

四
四



イ
ギ
リ
ス
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議
会
主
権
と
議
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制
定
法
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階
層
化
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い
て
（
加
藤
）

（
二
一
五
）

て
、
デ
ィ
プ
ロ
ッ
ク
卿
判
事
（L

ord D
iplock

）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
：

「
一
一
九
条
の
規
定
を
遵
守
す
る
義
務
が
、
た
と
え
通
常
の
国
際
条
約
ま
た
は
協
定
に
基
づ
い
て
連
合
王
国
が
引
き
受
け
た
義

務
で
あ
る
と
し
て
も
、
ま
た
、
改
め
て
法
規
を
定
め
る
必
要
な
く
こ
の
国
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
の
一
部
と

し
て
直
接
適
用
性
を
有
す
る
条
約
義
務
の
問
題
は
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
条
約
が
署
名
さ
れ
た
後
に
制
定
さ
れ
た
議
会
制
定

法
の
文
言
で
、
か
つ
、
そ
れ
が
国
際
法
上
の
義
務
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
場
合
、
も
し
そ
れ
ら
の
文
言
が
合
理
的
な
そ
の

よ
う
な
意
味
を
も
ち
う
る
な
ら
ば
、
そ
の
義
務
を
履
行
し
、
そ
れ
と
一
致
し
な
い
こ
と
の
な
い
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
、
と
い
う

の
が
連
合
王
国
の
制
定
法
の
解
釈
原
理
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
の
二
条
が
適
用
さ
れ
る
共
同
体
条
約
に
基
づ

い
て
生
じ
る
条
約
義
務
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。」

［
評
釈
］　

こ
の
よ
う
に
、
デ
ィ
プ
ロ
ッ
ク
卿
判
事
は
、
性
差
別
禁
止
法
を
〝
条
約
上
の
義
務
と
一
致
し
な
い
こ
と
の
な
い
よ
う
に
解
釈
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
〟
と
述
べ
、
こ
の
解
釈
法
は
従
来
か
ら
イ
ギ
リ
ス
司
法
部
の
取
っ
て
き
た
解
釈
原
理
で
あ
る
と
い
う
。
一
般
的
に
議
会

制
定
法
と
議
会
制
定
法
が
抵
触
す
る
場
合
の
解
釈
は
一
般
的
に
は
文
理
解
釈
に
よ
り
解
釈
さ
れ
る
が
、
条
約
の
義
務
と
議
会
制
定
法
が
抵

触
す
る
場
合
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
従
来
か
ら
存
在
す
る
「
議
会
の
意
図
せ
ざ
る
条
約
と
の
抵
触
回
避
」
と
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
推

定
則
に
従
っ
て
、
文
理
解
釈
を
駆
使
す
る
こ
と
な
く
、
適
合
解
釈
し
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
点
を
捉
え
て
、
後
法
に
よ
る
前
法
の
黙
示
的
解
釈
の
手
法
が
放
棄
さ
れ
、
議
会
主
権
の
ダ
イ
シ
ー
伝
統
が
変
容
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
と
直
ち
に
考
え
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
逆
に
、
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
と
議
会
制
定
法
が
抵
触
し
た
場
合
に
は
、
議
会
制
定
法
に

対
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
文
理
解
釈
の
手
法
を
取
ら
な
く
な
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。

四
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
一
六
）

た
だ
し
、
も
し
議
会
が
明
白
に
意
図
し
た
、
あ
る
い
は
明
示
的
に
国
際
条
約
に
反
す
る
制
定
法
を
作
っ
た
場
合
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁

判
官
に
は
こ
れ
以
上
、
か
か
る
推
定
則
に
従
え
な
く
な
る
と
同
時
に
、
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
の
二
条
四
項
の
解
釈
条
項
の
及
ぶ
範
囲
を
越
え
て

し
ま
う
こ
と
は
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
事
件
に
お
い
て
少
数
意
見
と
し
て
デ
ニ
ン
グ
卿
が
述
べ
た
こ
と
と

も
一
致
す
る
。
し
か
し
、
条
約
と
の
抵
触
回
避
の
推
定
則
に
よ
る
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
の
手
法
で
条
約
の
意
味
に
沿
う
よ
う
に

あ
く
ま
で
議
会
制
定
法
を
適
合
解
釈
す
る
に
は
お
の
ず
と
限
界
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
官
は
国
内
法
を
解
釈
と

い
う
手
法
を
通
じ
て
議
会
制
定
法
を
ど
こ
ま
で
ロ
ー
マ
条
約
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
デ
ィ
プ
ロ
ッ
ク
卿
判
事
は
、

傍
論
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
：

「
本
件
は
、
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
の
二
条
四
項
（
36
）

に
含
ま
れ
る
制
定
さ
れ
る
べ
き
法
規
の
解
釈
に
関
す
る
明
示
的
な
指
針
を
考
慮
し
つ

つ
、
一
九
七
三
年
一
月
一
日
以
降
制
定
さ
れ
た
法
律
の
中
で
、
あ
る
特
定
の
条
項
が
共
同
体
条
約
に
基
づ
き
連
合
王
国
が
引
き

受
け
た
義
務
に
違
反
す
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
と
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
官

は
、
そ
の
規
定
の
文
言
の
一
応
の
意
味
か
ら
の
逸
脱
が
、
適
合
解
釈
の
た
め
に
ど
れ
だ
け
大
き
く
と
も
、
そ
の
規
定
を
連
合
王

国
の
共
同
体
義
務
と
一
致
し
な
い
方
法
で
解
釈
す
る
な
ど
許
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
本
件
は
考
慮
す
る
の
に
適
当
な
機
会
を
提

供
し
な
か
っ
た
。」（
傍
点
筆
者
）

こ
の
通
常
の
意
味
か
ら
の
「
逸
脱
が
、
適
合
解
釈
の
た
め
に
ど
れ
だ
け
大
き
く
と
も
」
適
合
解
釈
す
べ
し
、
と
い
う
表
現
は
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
従
来
か
ら
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
則
、
す
な
わ
ち
、
議
会
の
、
条
約
に
対
す
る
「
意
図
せ
ざ
る
抵
触
回
避
」
の
推
定
則
と
同
じ
で
あ

ろ
う
か
。
も
し
、
こ
れ
が
こ
の
推
定
則
よ
り
さ
ら
に
広
い
解
釈
を
要
求
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｕ
法
の
規
定
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
言
い
回
し
は
一
層
強
固
な
保
証
を
Ｅ
Ｕ
法
に
与
え
た
よ
う
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
派
に
は
満
足
を
与
え

四
五



イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
一
七
）

る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
推
定
則
よ
り
広
い
は
み
出
た
解
釈
が
さ
ら
に
必
要
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
は
み
出
た
範
囲
で
、
議
会
主
権
の

伝
統
的
な
立
場
は
一
層
制
約
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
問
題
は
そ
の
こ
と
よ
り
も
、
こ
の
貴
族
院
に
お
け
る
デ
ィ
プ
ロ
ッ
ク
卿
判
事
が
、
ロ
ー
マ
条
約
の
新
し
い
意
味
を
判
例
の
中

で
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
か
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
デ
ィ
プ
ロ
ッ
ク
卿
判
事
の
見
解
、
す
な
わ
ち
「（
ロ
ー
マ
条
約
）
一
一
九
条
の
規

定
を
遵
守
す
る
義
務
が
た
と
え
通
常
の
国
際
条
約
ま
た
は
協
定
に
基
づ
い
て
連
合
王
国
が
引
き
受
け
た
義
務
が
あ
る
に
し
て
も
」
と
の
言

い
回
し
、
ま
た
「
改
め
て
法
規
を
定
め
る
必
要
な
く
こ
の
国
の
裁
判
所
に
寄
っ
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
の
一
部
と
し
て
直
接
適
用
性
を
有

す
る
条
約
義
務
の
問
題
は
存
在
し
な
く
と
も
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
や
は
り
、
デ
ィ
プ
ロ
ッ
ク
卿
判
事
自
身
が
、
い
ま
だ
ロ
ー
マ
条
約

を
従
来
の
条
約
と
同
列
に
置
く
見
方
か
ら
脱
し
て
い
な
い
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
し
て
か
ら
、
議
会
主
権
が
ど
の

よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
こ
う
む
っ
て
い
る
か
を
真
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
ロ
ー
マ
条
約
が
各
国
の
主
権
の
制
約
を
前
提
と
し
て

い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
ロ
ー
マ
条
約
が
従
来
の
条
約
と
は
異
な
る
こ
と
を
認
識
し
な
い
限
り
、
解
決
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

⒞　

一
九
八
七
年
の
ピ
ッ
ク
ス
ト
ン
対
フ
リ
ー
マ
ン
ズ
社
事
件
の
貴
族
院
判
決（37）

こ
こ
で
も
ロ
ー
マ
条
約
と
平
等
賃
金
法
の
衝
突
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
か
衆
目
は
集
中
し
た
。

［
事
実
概
要
］　

ピ
ッ
ク
ス
ト
ン
ら
四
名
の
被
上
訴
人
は
、
上
訴
人
フ
リ
ー
マ
ン
社
に
倉
庫
係
社
員
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は

男
女
社
員
と
も
同
一
の
賃
金
が
支
払
わ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
そ
こ
の
検
査
係
の
男
子
社
員
と
同
一
価
値
の
仕
事
に
就
い
て
い
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
彼
ら
よ
り
低
い
賃
金
し
か
支
払
わ
れ
な
い
と
し
て
、
平
等
賃
金
法
及
び
ロ
ー
マ
条
約
一
一
九
条
に
違
反
す
る
と
主
張
し
て
産

業
労
働
審
判
所
に
請
求
し
た
。

四
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
一
八
）

一
審
の
産
業
労
働
審
判
所
は
被
上
訴
人
ピ
ッ
ク
ス
ト
ン
ら
の
請
求
を
棄
却
。
こ
れ
を
不
服
と
し
て
彼
ら
は
産
業
労
働
上
訴
審
判
所
に
上

訴
し
た
。
す
る
と
同
上
訴
審
判
所
は
一
審
の
裁
決
を
支
持
し
た
。
本
件
は
さ
れ
に
控
訴
院
民
事
部
に
上
訴
さ
れ
た
。
同
控
訴
院
は
、
ピ
ッ

ク
ス
ト
ン
ら
被
上
訴
人
は
平
等
賃
金
法
一
条
二
項
ｃ
号
に
基
づ
い
て
請
求
は
で
き
な
い
が
、
ロ
ー
マ
条
約
一
一
九
条
に
基
づ
き
請
求
す
る

権
利
が
あ
る
と
判
示
し
た
。
こ
れ
を
不
服
と
し
て
上
訴
人
フ
リ
ー
マ
ン
ズ
社
は
貴
族
院
に
上
告
し
た
。

［
貴
族
院
判
決
］　

上
訴
人
フ
リ
ー
マ
ン
ズ
社
の
上
訴
を
棄
却
。

最
初
ｃ
号
は
平
等
賃
金
法
一
条
二
項
に
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ｂ
号
の
同
一
価
値
の
仕
事
と
い
う
場
合
の
判
断
は
、
一
条
五
項
で
、
職

務
評
価
調
査
と
い
う
評
価
基
準
に
基
づ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
欧
州
委
員
会
は
こ
れ
を
ロ
ー
マ
条
約
一
一
九
条
違
反
と
み
な
し
て

Ｅ
Ｃ
司
法
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。
条
約
違
反
の
宣
言
的
判
決
を
受
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
の
二
条
二
項
ａ
号
に
基
づ
き
、
規

則
に
よ
り
平
等
賃
金
法
の
一
条
二
項
に
ｃ
号
を
挿
入
し
た
。

本
件
で
争
わ
れ
て
い
る
状
況
は
こ
の
ｃ
号
に
い
う
「
ａ
号
ま
た
は
ｂ
号
が
適
用
さ
れ
て
な
い
仕
事
」
に
入
る
か
ど
う
か
だ
が
、
キ
ー
ス

卿
判
事
は
、
性
差
別
禁
止
法
の
一
条
二
項
ｃ
号
と
ロ
ー
マ
条
約
一
一
九
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
ｃ
号
の
意
味
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
：

「
こ
の
意
味
を
も
つ
正
確
な
文
言
が
同
で
あ
る
か
は
重
要
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
文
言
は
規
則
の
起
草
者
と
国

会
の
明
白
で
広
範
な
意
図
に
効
力
を
与
え
る
た
め
、
ｃ
号
の
文
言
が
目
的
論
的
に
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
だ
け
で

十
分
で
あ
る
。」

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
性
差
別
禁
止
法
の
一
条
二
項
ｃ
号
を
ロ
ー
マ
条
約
一
一
九
条
に
沿
う
よ
う
、
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な
制
定
法
の
解
釈

で
あ
る
文
理
解
釈
を
棄
て
、
目
的
論
的
解
釈
を
使
っ
て
で
も
、
適
合
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ガ
ー
ラ
ン
ド
事
件
に
お
け
る
デ
ィ

プ
ロ
ッ
ク
卿
判
事
の
解
釈
方
法
、
す
な
わ
ち
「
通
常
の
意
味
か
ら
の
離
脱
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
く
と
も
」
と
い
う
言
い
回
し
に
比
べ
れ
ば
、

四
五



イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
一
九
）

本
件
で
キ
ー
ス
卿
判
事
が
使
っ
た
目
的
論
的
解
釈
の
方
法
は
少
し
狭
く
な
っ
た
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
の
方
が
明
示
的
な
国
会
の
意
図
と

の
区
別
が
つ
き
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。

［
評
釈
］　

ガ
ー
ラ
ン
ド
事
件
の
貴
族
院
判
決
で
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
の
二
条
四
項
を
解
釈
条
項
と
し
て
国
内
法
を
可
能
な
限
り
、
解
釈
手
段
を

講
じ
て
、
Ｅ
Ｕ
法
に
適
合
解
釈
し
た
手
法
は
、
こ
の
ピ
ッ
ク
ス
ト
ン
事
件
の
貴
族
院
判
決
で
も
踏
襲
さ
れ
た
。
し
か
し
解
釈
と
い
う
手
法

を
越
え
る
ロ
ー
マ
条
約
と
の
衝
突
が
あ
っ
た
場
合
、
適
合
解
釈
で
は
解
決
で
き
よ
う
も
な
い
限
界
が
あ
る
。

３
．
フ
ァ
ク
タ
テ
ー
ム
社
事
件
貴
族
院
判
決
（
38
）

に
み
る
新
た
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
展
開

イ
ギ
リ
ス
の
議
会
制
定
法
で
あ
る
一
九
八
八
年
商
船
法
の
関
係
規
定
を
巡
っ
て
そ
の
効
力
が
争
わ
れ
、
欧
州
司
法
裁
判
所
の
先
行
判
決

に
よ
る
回
答
を
待
っ
て
い
る
間
、
そ
の
議
会
制
定
法
の
効
力
を
仮
差
止
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。
議
会
主
権
か
ら
す
れ
ば
、
一

時
的
と
い
え
ど
も
そ
の
効
力
を
停
止
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
事
件
で
結
局
仮
救
済
の
発
給
が
認
め
ら
れ
、
議
会
制
定
法

の
効
力
が
停
止
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
以
来
蒙
っ
た
、
最
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
と
な
っ
た
。

［
事
実
概
要
］　

こ
の
事
件
で
、
フ
ァ
ク
タ
テ
ー
ム
社
ほ
か
、
申
立
人
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
船
籍
ト
ロ
ー
ル
船
の
ス
ペ
イ
ン
船
主
は
、
イ
ギ
リ

ス
で
法
人
格
を
得
、
そ
の
漁
船
を
イ
ギ
リ
ス
船
籍
と
し
て
登
録
し
、
Ｅ
Ｕ
の
共
通
漁
業
政
策
に
基
づ
く
イ
ギ
リ
ス
人
の
漁
獲
割
り
当
て
数

の
範
囲
で
漁
業
に
就
い
た
。
し
か
し
、
一
九
八
八
年
商
船
法
が
制
定
さ
れ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
船
籍
を
取
得
す
る
た
め
の
要
件
が
厳
し
く
な

り
（
同
法
第
二
編
（
39
）

）、
申
立
人
ら
の
漁
船
は
イ
ギ
リ
ス
船
籍
登
録
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
申
立
人
ら
は
、
こ
れ
は
ロ
ー

マ
条
約
五
二
条
（
40
）

（
開
業
の
自
由
）
等
の
規
定
に
違
反
す
る
と
し
て
、
商
船
法
の
本
件
へ
の
不
適
用
の
申
し
立
て
を
行
っ
た
。
同
時
に
、
も

四
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
二
〇
）

し
ロ
ー
マ
条
約
と
の
抵
触
問
題
が
欧
州
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
回
答
が
出
る
ま
で
の
間
、
こ
の
船
籍
登
録
除
外
に
従
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
損
害
を
意
味
す
る
と
、
主
張
し
た
。

（
高
等
法
院
）
高
等
法
院
女
王
座
部
合
議
法
廷
は
、
一
九
八
八
年
法
の
船
籍
条
項
に
依
拠
す
る
本
件
侵
害
に
関
し
て
、
そ
れ
が
ロ
ー
マ
条

約
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
、
欧
州
司
法
裁
判
所
に
事
件
を
付
託
し
た
。
こ
れ
が
ケ
ー
ス
一
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
同
合
議
法
廷

は
、
欧
州
司
法
裁
判
所
に
よ
る
先
行
判
決
が
下
さ
れ
る
前
に
大
臣
が
船
籍
登
録
か
ら
除
外
し
な
い
よ
う
本
法
の
執
行
を
停
止
す
る
仮
差
止

命
令
を
許
可
し
た
。
こ
れ
を
不
服
と
し
て
控
訴
院
に
上
訴
さ
れ
た
。

（
控
訴
院
判
決
）
こ
れ
に
対
し
て
控
訴
院
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
に
は
（
一
時
な
り
と
も
）
議
会
制
定
法
の
適
用
を
妨
げ
る
権
限
は
な
い

と
し
て
こ
れ
を
棄
却
。
事
件
は
さ
ら
に
貴
族
院
に
上
訴
さ
れ
た
。

［
貴
族
院
判
決
］　

貴
族
院
は
、
も
し
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
に
そ
の
よ
う
な
権
限
が
あ
る
と
し
て
仮
差
止
を
許
可
し
た
場
合
、
そ
し
て
そ
の

後
、
も
し
欧
州
司
法
裁
判
所
で
Ｅ
Ｕ
法
と
の
不
一
致
が
証
明
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、

「
許
可
さ
れ
た
仮
差
止
命
令
は
議
会
制
定
法
に
反
し
て
彼
ら
に
直
接
権
利
を
付
与
し
た
と
同
じ
効
果
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
に

な
ろ
う
…
。」

と
の
理
由
に
よ
り
、
控
訴
院
の
判
決
を
支
持
し
た
（
41
）

。
同
時
に
貴
族
院
は
こ
の
よ
う
に
仮
差
止
命
令
（interim

 relief

）
の
発
給
を
妨
げ
て

い
る
イ
ギ
リ
ス
法
の
原
則
が
Ｅ
Ｕ
法
と
両
立
す
る
か
ど
う
か
、
欧
州
司
法
裁
判
所
に
事
件
を
付
託
し
た
。
こ
れ
は
本
件
の
手
続
面
に
つ
い

て
の
事
件
の
付
託
で
、
ケ
ー
ス
二
（
42
）

と
さ
れ
る
。

こ
れ
と
相
前
後
し
て
、
欧
州
委
員
会
は
一
九
八
八
年
商
船
法
の
船
籍
条
項
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
法
へ
の
違
反
を
主
張
し
て
ロ
ー
マ
条
約
一
六
九

条
に
基
づ
き
イ
ギ
リ
ス
を
提
訴
し
、
こ
の
船
籍
条
項
の
執
行
を
停
止
す
る
仮
差
止
命
令
の
発
給
を
求
め
る
申
し
立
て
を
行
っ
た
。
こ
れ
は

四
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イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
二
一
）

本
件
の
実
体
面
で
の
付
託
質
問
で
、
ケ
ー
ス
三
（
43
）

と
称
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
の
う
ち
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
ケ
ー
ス
二
で
あ
り
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
仮
差
止
命
令
は
、
お

よ
そ
司
法
制
度
が
存
在
す
る
以
上
、
基
本
的
、
不
可
欠
の
手
段
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
：

「
Ｅ
Ｃ
法
に
関
す
る
事
件
で
仮
差
止
め
命
令
の
発
給
を
妨
げ
て
い
る
唯
一
の
障
害
が
国
内
法
上
の
原
則
で
あ
る
と
国
内
裁
判
所

が
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
原
則
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
44
）

。」

と
判
示
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
が
確
保
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
法
に
基
づ
く
個
人
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
も
、
欧
州
司

法
裁
判
所
は
仮
差
止
命
令
を
下
す
貴
族
院
の
管
轄
権
を
承
認
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
貴
族
院
は
、
適
式
に
制
定
さ
れ
た
制
定
法
の
重
要

性
を
考
慮
し
つ
つ
、
全
会
一
致
で
仮
差
止
命
令
の
発
給
を
許
可
し
た
（
45
）

。

な
お
（
46
）

、
こ
れ
を
受
け
て
高
等
法
院
の
合
議
法
廷
は
こ
の
分
野
を
見
直
し
、
ケ
ー
ス
三
と
し
て
開
業
の
自
由
は
侵
害
さ
れ
た
と
判
示
し

た
。と

こ
ろ
で
、
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
決
が
発
表
さ
れ
た
と
き
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
、
と
く
に
庶
民
院
で
少
な
か
ら
ず
衝
撃
を
も
っ
て
受

け
止
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
の
主
権
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
の
一
機
関
に
よ
る
〝
新
し
く
、
か
つ
、
危
険
な

侵
害
〟
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
47
）

。
し
か
し
、
貴
族
院
の
ブ
リ
ッ
ジ
卿
判
事
は
、
こ
の
点
を
特
に
と
ら
え
て
、
判
決
文
の
な
か
で

「
こ
う
し
た
コ
メ
ン
ト
は
誤
っ
た
考
え
に
基
づ
い
て
お
り
」、
Ｅ
Ｕ
の
な
か
で
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
は
「
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
す
る
ず
っ

と
前
に
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
例
で
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
：

「
議
会
が
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
を
制
定
し
た
時
か
ら
自
ら
が
承
認
し
た
そ
の
主
権
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
制
約
も
ま
っ
た
く
自
発
的

だ
っ
た
。
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
の
文
言
に
基
づ
け
ば
直
接
効
力
を
も
つ
Ｅ
Ｃ
法
と
国
内
法
が
一
致
し
な
い
時
は
最
終
的
に
は
Ｅ
Ｃ
法

四
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
二
二
）

を
優
先
さ
せ
る
の
が
イ
ギ
リ
ス
裁
判
所
の
義
務
な
の
で
あ
る
（
48
）

。」

ま
た
、
ブ
リ
ッ
ジ
卿
判
事
は
続
け
て
こ
う
も
述
べ
た
：

「
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
Ｅ
Ｃ
法
に
優
位
性
を
与
え
る
こ
と
な
ど
少
し
も
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
…
。
国
内
裁
判
所
は
、
適
切

な
事
件
で
仮
差
止
に
よ
る
救
済
を
許
可
す
る
こ
と
に
国
内
法
上
少
し
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ

と
は
Ｅ
Ｃ
法
の
論
理
的
帰
結
以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
（
49
）

。」

［
評
釈
］　

こ
の
ブ
リ
ッ
ジ
卿
判
事
の
見
解
は
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
史
上
、
市
民
革
命
以
来
、
こ
れ
ま
で
連
帯
的
な
関
係
に
あ
っ
た
議
会
と
司

法
部
と
の
間
に
一
種
の
緊
張
関
係
を
も
た
ら
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
ブ
リ
ッ
ジ
卿
判
事
の
見
解
が
注
目
さ
れ
る

の
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
ガ
ー
ラ
ン
ド
事
件
の
貴
族
院
判
決
に
お
け
る
デ
ィ
プ
ロ
ッ
ク
卿
判
事
と
の
決
定
的
な
違
い
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ

ど
デ
ィ
プ
ロ
ッ
ク
卿
判
事
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
制
定
法
が
ロ
ー
マ
条
約
と
一
致
し
な
い
時
は
、
適
合
解
釈
に
よ
り
ロ
ー
マ
条
約
の
規
定

に
優
位
性
を
与
え
た
。
し
か
し
、
両
判
事
の
違
い
は
、
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
ロ
ー
マ
条
約
の
捉
え
方
の
違
い
に
あ
る
。

デ
ィ
プ
ロ
ッ
ク
卿
は
、
相
変
わ
ら
ず
ロ
ー
マ
条
約
の
新
規
性
あ
る
い
は
そ
の
超
国
家
性
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
態
度
に
見
え
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
フ
ァ
ク
タ
テ
ー
ム
事
件
に
お
け
る
ブ
リ
ッ
ジ
卿
判
事
は
、
ロ
ー
マ
条
約
の
新
規
性
を
最
高
裁
判
所
の
判
事
と
し
て
明
確
に
認
識

し
た
よ
う
に
思
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
に
よ
り
議
会
主
権
の
自
発
的
制
約
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
デ
ィ
プ
ロ
ッ
ク
卿
判
事

は
、
ロ
ー
マ
条
約
を
や
や
も
す
れ
ば
通
常
の
あ
る
い
は
従
来
の
条
約
と
同
レ
ベ
ル
の
も
の
と
取
り
扱
お
う
と
す
る
か
の
態
度
に
終
始
し
た
。

こ
の
よ
う
な
態
度
か
ら
は
議
会
主
権
の
制
約
論
は
決
し
て
出
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
ケ
ー
ス
三
に
つ
い
て
、
一
九
八
八
年
商
船
法
の
国
籍
条
項
は
、
個
人
の
他
の
加
盟
国
に
お
け
る
開
業
の

四
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イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
二
三
）

自
由
を
定
め
る
ロ
ー
マ
条
約
五
二
条
に
抵
触
す
る
と
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
を
受
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
議
会
を
通
じ
て
ロ
ー
マ
条
約
五
二

条
に
一
致
す
る
よ
う
に
一
九
八
八
年
商
船
法
を
改
正
し
た
。

四
．
ソ
バ
ー
ン
対
サ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
市
会
事
件
高
等
法
院
合
議
法
廷
判
決
（
50
）
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
三
年
の
ソ
バ
ー
ン
上
訴
事
件
判
決
に
お
い
て
、
ダ
イ
シ
ー
伝
統
に
対
し
て
画
期
的
な
判
決
が
下
さ
れ

た
。し

か
し
、
加
え
て
そ
の
後
、
ソ
バ
ー
ン
対
サ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
市
会
事
件
が
起
き
た
。
Ｅ
Ｕ
指
令
を
受
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
こ
れ
ま
で
使

用
し
て
き
た
ポ
ン
ド
・
ヤ
ー
ド
を
メ
ー
ト
ル
・
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
ポ
ン
ド
・
ヤ
ー
ド
は
イ
ギ
リ
ス
度
量

衡
の
栄
光
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
こ
れ
に
従
わ
な
い
者
が
あ
ら
わ
れ
、
警
告
を
無
視
し
て
こ
れ
を
使
用
続
け
た
ソ
バ
ー
ン
ら
は
起
訴
さ
れ

た
。
し
か
し
治
安
判
事
裁
判
所
は
ソ
バ
ー
ン
ら
の
請
求
を
斥
け
、
彼
ら
を
有
罪
と
判
決
し
た
。
そ
れ
を
不
服
と
し
て
彼
ら
が
上
訴
し
た
先

は
高
等
法
院
女
王
座
部
合
議
法
廷
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
争
わ
れ
た
の
は
Ｅ
Ｕ
法
の
効
力
を
国
内
の
も
た
ら
し
た
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
の

有
効
性
で
あ
る
が
、
同
合
議
法
廷
の
多
数
意
見
を
代
表
し
て
ロ
ー
ズ
判
事
は
上
訴
を
棄
却
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
件

で
上
訴
人
ら
の
問
題
に
し
た
法
は
イ
ギ
リ
ス
の
ポ
ン
ド
・
ヤ
ー
ド
と
い
う
度
量
衡
法
に
関
す
る
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
一
見
ド
ラ
イ
な
問

題
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
訴
人
ら
は
多
く
の
感
情
を
駆
り
立
て
る
争
点
を
挙
げ
た
。」
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
Ｅ
Ｕ
法
の
効
力
を
国
内
に
も

た
ら
し
た
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
以
降
に
ポ
ン
ド
・
ヤ
ー
ド
法
と
メ
ー
ト
ル
法
の
共
存
を
認
め
た
一
九
八
五
年
法
が
優
位
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
議
会
主
権
の
伝
統
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
一
九
八
五
年
法
が
優
位
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
黙
示
的
廃
止
と
い
う
伝
統
的
な
解
釈
に

限
っ
て
伝
統
的
立
場
を
斥
け
た
。
こ
れ
に
よ
り
高
等
法
院
は
前
法
で
あ
る
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
の
優
位
を
説
き
、
画
期
的
な
判
決
と
な
っ
た
。
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
二
四
）

な
ぜ
な
ら
こ
の
た
び
の
ソ
バ
ー
ン
事
件
で
は
高
等
法
院
女
王
座
部
に
よ
り
後
法
で
な
く
前
法
優
位
の
判
決
が
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
下
に
そ
の
画
期
的
な
判
決
を
見
て
み
よ
う
。

［
事
実
概
要
］　

一
九
六
五
年
以
来
、
イ
ギ
リ
ス
は
ポ
ン
ド
・
ヤ
ー
ド
の
国
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
八
五
年
に
な
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
は
、

一
九
八
五
年
度
量
衡
法
（W

eights and M
easures A

ct 1985

）
を
制
定
し
、
帝
国
式
ヤ
ー
ド
・
ポ
ン
ド
法
と
メ
ー
ト
ル
法
の
並
存
を
許
す

こ
と
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｅ
Ｕ
が
そ
の
後
一
九
八
九
年
に
、
指
令C

ouncil D
irective

（E
E

C

）89/617

を
制
定
し
、
各
加
盟
国
に
メ
ー

ト
ル
法
の
使
用
を
課
し
た
（
51
）

。
一
九
九
四
年
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
規
則
（U

nits of M
easurem

ent R
egulations 1994

、
以
後
単
に
一
九
九
四
年

規
則
と
称
す
る
）
を
制
定
し
、
帝
国
式
度
量
衡
の
使
用
を
禁
止
し
た
。
然
る
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ソ
バ
ー
ン
（S

teven T
hoburn

）、
コ
ー
リ

ン
・
ハ
ン
ト
（C

olin H
unt

）、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ハ
ー
マ
ン
（Julian L

aw
rence H

arm
an

）
ら
青
物
商
は
旧
来
の
帝
国
式
度
量
衡
を
使
用
し

続
け
た
。
彼
ら
は
警
告
を
受
け
た
が
そ
れ
を
無
視
し
て
使
用
し
続
け
た
た
め
、
当
局
に
よ
り
度
量
衡
の
罪
（w

eights offence

）
で
訴
追
さ

れ
、
地
元
の
治
安
判
事
裁
判
所
に
よ
り
有
罪
と
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
事
件
が
順
に
ソ
バ
ー
ン
対
サ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
市
会
事
件
（
52
）

（T
h

obu
rn

 v 

S
u

n
d

erlan
d

 C
ity C

ou
n

cil

）、
ハ
ン
ト
対
ハ
ッ
ク
ニ
ー
・
ロ
ン
ド
ン
区
会
事
件
（
53
）

（H
u

n
t v H

ackn
ey L

on
d

on
 B

orou
gh

 C
ou

n
cil

）、
ハ
ー

マ
ン
他
対
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
県
会
事
件
（
54
）

（H
arm

an
 an

d
 an

oth
er v C

orn
w

all C
ou

n
ty C

ou
n

cil

）
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
別
の
青
物
商
ピ
ー
タ
ー
・
コ
ー
リ
ン
ズ
（P

eter C
ollins

）
は
、
近
く
免
許
の
有
効
期
限
が
切
れ
る
街
頭
で
の
商
取
引
の
免

許
更
新
に
際
し
て
当
局
よ
り
商
品
の
価
格
及
び
重
量
単
位
に
メ
ー
ト
ル
法
で
表
示
す
る
よ
う
付
帯
条
件
を
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
決
定
を
不

服
と
し
て
当
局
に
異
議
申
し
立
て
を
し
た
。
し
か
し
こ
れ
が
却
下
さ
れ
た
た
め
、
地
元
の
治
安
判
事
裁
判
所
に
上
訴
し
た
。
こ
れ
が
コ
リ

ン
ズ
対
サ
ッ
ト
ン
・
ロ
ン
ド
ン
区
会
事
件
（
55
）

（C
ollin

s v S
u

tton
 L

on
d

on
 B

orou
gh

 C
ou

n
cil

）
で
あ
る
。
し
か
し
コ
リ
ン
ズ
の
主
張
は
こ
こ

で
も
却
下
さ
れ
た
。
そ
こ
で
コ
リ
ン
ズ
及
び
先
ソ
バ
ー
ン
ら
三
名
の
青
物
商
は
そ
れ
ぞ
れ
高
等
法
院
女
王
座
部
合
議
法
廷
で
事
実
記
載
書

四
四



イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
二
五
）

に
よ
り
各
治
安
判
事
裁
判
所
の
決
定
を
不
服
と
し
て
上
訴
し
た
。

こ
れ
ら
四
件
の
上
訴
事
件
は
高
等
法
院
で
併
合
さ
れ
、
同
高
等
法
院
合
議
法
廷
へ
併
合
さ
れ
た
上
訴
事
件
が
ソ
バ
ー
ン
対
サ
ン
ダ
ー
ラ

ン
ド
事
件
（T

h
obu

rn
 v S

u
n

d
erlan

d
 C

ity C
ou

n
cil

）
で
あ
る
。
併
合
さ
れ
る
前
の
ソ
バ
ー
ン
対
サ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
市
会
事
件
と
区
別
す

る
た
め
、
こ
こ
で
は
単
に
〝
ソ
バ
ー
ン
上
訴
事
件
〟
と
称
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ソ
バ
ー
ン
上
訴
事
件
に
お
い
て
、
上
訴
人
ら
は
、
一
九
九
四
年
規
則
は
、
授
権
法
が
同
一
九
九
四
年
規
則
の
制
定
さ
れ
る
依
前
に
す
で

に
黙
示
的
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
（
56
）

の
で
、
権
限
踰
越
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
こ
で
の
授
権
法
と
は
イ
ギ
リ
ス
が
当
時
の
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
す
る

際
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
法
を
イ
ギ
リ
ス
の
国
内
に
効
力
を
及
ぼ
す
た
め
に
議
会
が
制
定
し
た
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
で
あ
る
。
同
法
二
条
二
項

に
よ
れ
ば
、
政
府
に
規
則
（
勅
令
）
を
も
っ
て
第
一
次
立
法
（
授
権
法
そ
の
も
の
）
を
改
正
す
る
権
限
を
付
与
し
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
ヘ
ン

リ
ー
八
世
条
項
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
政
府
は
、
先
の
一
九
八
五
年
度
量
衡
法
を
修
正
す
る
目
的
で
、
一
九
九
四
年
に
先
の
規
則
（
勅

令
）
制
定
し
、
Ｅ
Ｕ
指
令C

ouncil D
irective
に
従
い
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
取
引
に
旧
帝
国
式
度
量
衡
の
使
用
を
禁
じ
る
こ
と
と
し

た
（
57
）

。
し
か
し
上
述
し
た
よ
う
に
、
青
物
商
た
ち
上
訴
人
は
こ
れ
を
無
視
し
て
帝
国
式
度
量
衡
を
使
用
し
続
け
た
、
あ
る
い
は
免
許
更
新
に

際
の
付
帯
条
件
を
拒
絶
し
た
の
で
、
訴
追
さ
れ
、
一
審
の
治
安
判
事
裁
判
所
で
有
罪
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
被
告
ら
は
こ
の
決
定
を
不
服

と
し
て
高
等
法
院
女
王
座
部
合
議
法
廷
に
上
訴
し
た
。

［
判
旨
］　

ロ
ー
ズ
控
訴
院
判
事
（L

aw
s L

J

）
と
ク
レ
ー
ン
判
事
（C

rane J

）
に
よ
る
合
議
法
廷
、
上
訴
棄
却
。
こ
れ
に
よ
り
上
訴
審
で

再
び
、
上
訴
人
ら
は
有
罪
と
さ
れ
た
。

ロ
ー
ズ
判
事
は
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
：（
イ
ギ
リ
ス
の
）
議
会
は
、
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
を
、
た
と
え
全
体
的
も
し
く
は
部
分
的
に
も
、
廃

止
し
え
な
い
と
規
定
し
た
と
し
て
も
、
後
の
議
会
を
拘
束
で
き
な
い
。
議
会
は
、
後
の
如
何
な
る
立
法
に
対
し
て
構
成
も
し
く
は
方
式
に
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
二
六
）

関
し
て
拘
束
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
議
会
は
、
明
示
的
廃
止
に
対
し
て
も
、
黙
示
的
廃
止
に
対
し
て
も
後
の
議
会
を
拘

束
す
る
定
め
は
で
き
な
い
。
欧
州
司
法
裁
判
所
ま
た
は
Ｅ
Ｕ
の
他
の
諸
機
関
の
い
ず
れ
に
も
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
議
会
の
立
法
的
優
位

性
の
条
件
に
干
渉
を
許
し
、
ま
た
は
修
正
を
許
す
よ
う
な
も
の
は
、
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
年
法
の
中
に
ま
っ
た
く
な
い
。
以
上
の
考
え
が
、
伝

統
的
な
主
権
の
原
理
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
原
理
は
、
憲
法
原
理
と
完
全
に
一
致
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、

昨
今
、
黙
示
的
廃
止
の
原
則
（the doctrine of im

plied repeal

）
へ
の
例
外
を
承
認
し
、
ま
た
は
む
し
ろ
創
出
し
て
き
た
（
58
）

。
単
に
行
間
に

横
た
わ
る
意
味
に
よ
っ
て
は
廃
止
で
き
な
い
種
類
ま
た
は
型
の
立
法
と
い
う
も
の
が
あ
る
（
59
）

。
議
会
は
、
明
示
的
に
そ
う
意
図
す
る
ま
た
は

特
定
の
規
定
に
よ
り
そ
う
意
図
す
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
よ
う
な
立
法
を
行
い
う
る
一
定
の
状
況
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
議
会
制
定
法
の
階
層
性
（hierarchy

）
を
認
識
で
き
る
。
通
常
の
議
会
制
定
法
（ordinary statutes

）
と
憲
法
的

議
会
制
定
法
（constitutional statutes

）
で
あ
る
。
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
原
則
的
な
基
盤
に
基
づ
き
区
分
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
の

考
え
で
は
、
憲
法
的
議
会
制
定
法
を
通
常
の
制
定
法
か
ら
区
分
し
う
る
た
め
の
基
準
は
、
⒜
国
民
と
国
家
の
法
的
関
係
を
条
件
づ
け
る
も

の
、
⒝
も
う
一
つ
は
基
本
的
な
憲
法
上
の
権
利
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
範
囲
を
拡
大
し
ま
た
は
縮
小
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
通
常
の
議
会
制
定
法
は
黙
示
的
に
改
廃
し
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
的
議
会
制
定
法
は
そ
れ
が
出
来
な
い
（
60
）

。
七
二
年

Ｅ
Ｃ
Ａ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
効
力
に
よ
り
、
憲
法
的
議
会
制
定
法
で
あ
る
（
61
）

。

と
く
に
黙
示
的
廃
止
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
作
り
上
げ
て
き
た
も
の
で
あ
る
、
い
ま
や
同
様
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
黙
示
的
廃
止
が
で
き
な

い
一
定
の
制
定
法
の
存
在
を
認
識
し
た
。
そ
の
よ
う
な
憲
法
の
例
と
し
て
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
（
62
）

：

「
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
（M

agna C
arta （

63
）

）
権
利
章
典
（B

ill of R
ights, 1689

）
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
の
合
併
法
（the U

nion w
ith 

四
五



イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
二
七
）

S
cotland A

ct, 1706

）
国
民
代
表
法
（R

epresentation of the P
eople A

cts of 1832 to 1884

）
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
（the 

S
cotland A

ct 1998

）
ウ
ェ
ー
ル
ズ
法
（the G

overnm
ent A

ct of W
ales 1998

）
人
権
法
（the H

um
an R

ights A
ct 1998

）
そ
し
て

今
回
の
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
（E

uropean C
om

m
unities A

ct 1972

）
も
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
。
…

こ
れ
ら
を
変
更
ま
た
は
廃
止
す
る
際
に
は
、
議
会
に
よ
る
明
確
な
意
思
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
。」

最
後
の
ロ
ー
ズ
判
事
（L

aw
s, L

J

）
の
言
い
回
し
は
、「
わ
れ
わ
れ
に
、
成
文
憲
法
が
付
与
し
て
く
れ
る
恩
恵
の
多
く
の
を
与
え
て
く
れ

る
一
方
、
不
文
憲
法
の
柔
軟
さ
と
議
会
の
優
位
性
を
保
持
し
た
（
64
）

」
の
で
あ
る
。

［
貴
族
院
へ
上
訴
の
許
可
を
請
求
］　

高
等
法
院
女
王
座
部
合
議
法
廷
の
判
決
に
不
服
と
し
て
上
訴
人
ら
は
さ
ら
に
貴
族
院
へ
上
訴
の
許
可

を
求
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
貴
族
院
は
、
本
件
上
訴
は
合
理
的
な
主
張
を
構
成
す
る
ほ
ど
の
問
題
を
提
起
し
て
い
な
い
と
し
て
こ
れ
を

却
下
し
た
。

［
欧
州
人
権
裁
判
所
へ
］　

上
訴
人
ら
は
貴
族
院
の
上
訴
許
可
の
却
下
は
欧
州
人
権
条
約
の
第
六
条
に
定
め
る
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利

を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
同
人
権
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
人
権
裁
判
所
は
、
こ
の
訴
え
に
は
、
訴
え
の
適
格

性
に
足
る
何
ら
か
の
開
陳
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
不
受
理
を
決
定
し
た
。

［
評
釈
］　

合
議
法
廷
の
決
定
は
、
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
を
〝
憲
法
的
制
定
法
〟
と
位
置
付
け
る
こ
と
で
そ
れ
に
反
す
る
一
九
八
五
年
法
は
後
法

だ
が
〝
通
常
の
制
定
法
〟
ゆ
え
、
前
法
た
る
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
を
廃
止
し
え
ず
、
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
が
優
位
す
る
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち

一
九
八
五
年
法
よ
り
後
法
と
な
る
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
従
位
立
法
を
通
じ
て
度
量
衡
の
罪
（
メ
ー
ト
ル
法
以
外
の
度
量
衡
を
使
用
す
る
罪
）

は
も
と
も
と
取
引
に
ヤ
ー
ド
・
ポ
ン
ド
式
と
メ
ー
ト
ル
法
の
双
方
使
用
を
認
め
て
い
た
一
九
八
五
年
度
量
衡
法
第
一
条
（
65
）

を
改
正
す
る
こ

四
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
二
八
）

と
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
。
一
九
八
五
年
法
は
統
合
さ
れ
た
制
定
法
で
あ
り
、
最
初
に
制
定
さ
れ
た
一
条
一
項
の
文
言
は
一
九
六
三
年
度

量
衡
法
の
第
一
条
第
一
項
と
同
一
で
あ
っ
た
。
か
か
る
改
正
は
メ
ー
ト
ル
法
制
化
を
求
め
る
Ｅ
Ｕ
指
令
の
諸
条
項
を
実
施
す
る
従
位
立
法

に
よ
っ
て
発
効
さ
れ
た
。
か
か
る
従
位
立
法
は
メ
ー
ト
ル
法
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
双
方
使
用
の
権
利
を
失
わ
せ
る
一
九
九
四
年

度
量
衡
単
位
規
則
を
含
む
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
規
則
の
権
限
は
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
第
二
条
二
項
の
意
図
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
同
法
の
二
条

四
項
と
合
わ
せ
て
読
む
と
き
、
連
合
王
国
に
お
け
る
共
同
体
義
務
を
実
施
す
る
目
的
で
、
い
わ
ゆ
る
「
ヘ
ン
リ
ー
八
世
条
項
」
す
な
わ
ち
、

従
位
立
法
で
授
権
法
そ
の
も
の
を
改
正
す
る
権
限
を
授
権
法
自
身
で
付
与
す
る
権
限
を
付
与
す
る
も
の
（
66
）

だ
っ
た
。
ヘ
ン
リ
ー
八
世
条
項
は

法
の
支
配
か
ら
す
る
と
決
し
て
望
ま
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
厳
格
な
議
会
主
権
の
原
理
か
ら
す
れ
ば
ヘ
ン
リ
ー
八
世
条
項
を
作

る
こ
と
は
議
会
主
権
の
射
程
に
入
っ
て
お
り
、
許
さ
れ
る
。

価
格
表
示
の
罪
を
創
設
す
る
立
法
を
含
む
他
の
従
位
立
法
は
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
の
二
条
二
項
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ

れ
は
一
九
九
四
年
規
則
と
同
一
の
ス
キ
ー
ム
の
一
部
を
形
成
す
る
も
の
と
さ
れ
、
も
し
こ
の
規
則
に
よ
っ
て
効
力
を
与
え
ら
れ
た
改
正
が

そ
れ
自
身
無
効
と
さ
れ
る
な
ら
ば
ど
こ
に
合
理
的
な
根
拠
が
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。
に
も
拘
わ
ら
ず
上
訴
人
た
ち
は
、
最
初
に
制
定
し
た

一
九
八
五
年
法
の
二
条
二
項
は
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
二
条
二
項
が
一
九
八
五
年
法
の
一
条
に
一
致
し
な
い
従
位
立
法
を
制
定
す
る
権
限
を
付
与

し
た
範
囲
で
、
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
二
条
二
項
を
黙
示
的
に
廃
止
し
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
改
正
は
違
法
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。
そ
う
主
張
す

る
と
同
時
に
、
上
訴
人
ら
は
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
条
項
が
制
定
さ
れ
た
時
点
で
制
定
法
集
に
す
で
に
存
在
す
る
法
律
（
一
九
八
五
年
法
）
に

依
拠
し
て
初
め
て
法
的
に
正
し
く
実
現
さ
れ
う
る
も
の
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
本
判
決
で
斥
け
ら
れ
た
。

四
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イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
二
九
）

五
．
結
び
に
代
え
て

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
と
い
う
原
理
に
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
を
イ
ギ
リ
ス
の
司
法
部
は
ど
う
整
合
さ
せ
よ
う
と

し
て
き
た
か
、
加
盟
初
期
の
判
例
か
ら
、
フ
ァ
ク
タ
テ
ー
ム
事
件
の
判
決
及
び
ソ
バ
ー
ン
事
件
の
判
決
を
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
見
る
限

り
、
イ
ギ
リ
ス
司
法
部
の
態
度
に
欧
州
統
合
が
進
化
す
る
中
で
大
き
な
変
化
が
顕
わ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
初
期
の
判
例
の
特
徴
に
は
、

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
事
件
判
決
に
お
け
る
デ
ニ
ン
グ
卿
判
事
や
ガ
ー
ラ
ン
ド
事
件
の
デ
ィ
プ
ロ
ッ
ク
卿
判
事
ら
の
態
度
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、

ロ
ー
マ
条
約
を
決
し
て
従
来
の
条
約
と
は
違
う
新
規
性
を
有
す
る
性
質
を
持
つ
も
の
と
は
見
よ
う
と
し
な
い
態
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
加

盟
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
に
お
け
る
政
治
力
学
に
も
通
じ
る
態
度
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
は
欧
州
統
合

が
長
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
陥
っ
て
超
国
家
性
の
性
格
を
失
っ
て
い
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
八
十
年
代
以
降
、
Ｅ
Ｕ
が
統
合
へ
向
け

て
再
発
進
し
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
を
発
効
さ
せ
た
九
十
年
代
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
司
法
部
の
態
度
は
、
議
会
制
定
法
と
Ｅ
Ｕ
法
が
衝
突

し
た
際
に
デ
ィ
プ
ロ
ッ
ク
卿
判
事
の
態
度
に
典
型
的
に
み
ら
れ
た
適
合
解
釈
の
時
代
を
脱
却
し
、
エ
ッ
ソ
石
油
事
件
で
は
傍
論
、
そ
し
て

フ
ァ
ク
タ
テ
ー
ム
事
件
社
貴
族
院
判
決
に
お
け
る
ブ
リ
ッ
ジ
卿
判
事
の
見
解
に
見
ら
れ
る
新
た
な
司
法
部
の
態
度
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
Ｅ

Ｕ
法
と
い
う
独
立
の
新
秩
序
を
創
出
し
た
議
会
制
定
法
で
あ
る
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
を
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
るH

igher L
aw

に
位
置
づ
け
よ
う

と
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
到
達
し
た
見
方
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
貴
族
院
の
ブ
リ
ッ
ジ
卿
判
事
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
フ
ァ
ク
タ
テ
ー

ム
社
事
件
判
決
を
コ
メ
ン
ト
し
、
Ｅ
Ｃ
（
現
Ｅ
Ｕ
）
の
な
か
で
Ｅ
Ｃ
・
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
は
「
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
す
る
ず
っ
と
前

に
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
例
で
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
：

「
議
会
が
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
を
制
定
し
た
時
か
ら
自
ら
が
承
認
し
た
そ
の
主
権
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
制
約
も
ま
っ
た
く
自
発
的

四
四



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
三
〇
）

だ
っ
た
。
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
の
文
言
に
基
づ
け
ば
直
接
効
力
を
も
つ
Ｅ
Ｃ
法
と
国
内
法
が
一
致
し
な
い
時
は
最
終
的
に
は
Ｅ
Ｃ
法

を
優
先
さ
せ
る
の
が
イ
ギ
リ
ス
裁
判
所
の
義
務
な
の
で
あ
る
（
67
）

。」

ま
た
、
同
判
事
は
続
け
て
こ
う
も
述
べ
た
：

「
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
Ｅ
Ｃ
法
に
優
位
性
を
与
え
る
こ
と
な
ど
少
し
も
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
…
。
国
内
裁
判
所
は
、
適
切

な
事
件
で
仮
差
止
に
よ
る
救
済
を
許
可
す
る
こ
と
に
国
内
法
上
少
し
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ

と
は
Ｅ
Ｃ
法
の
論
理
的
帰
結
以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
（
68
）

。」

さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
司
法
部
は
、
ソ
バ
ー
ン
（
上
訴
）
事
件
で
ロ
ー
ズ
判
事
は
「
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
議
会
制
定
法
の
階
層
性

（hierarchy

）
を
認
識
で
き
る
」
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
制
定
法
を
、
通
常
の
議
会
制
定
法
（ordinary statutes

）
と
憲
法
的
議
会
制

定
法
（constitutional statutes

）
に
区
分
し
た
。
区
分
し
て
、
憲
法
的
議
会
制
定
法
を
通
常
の
制
定
法
か
ら
区
分
し
う
る
た
め
の
基
準
を
、

⒜
国
民
と
国
家
の
法
的
関
係
を
条
件
づ
け
る
も
の
、
⒝
も
う
一
つ
は
基
本
的
な
憲
法
上
の
権
利
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
範
囲
を
拡
大
し
ま

た
は
縮
小
す
る
も
の
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
通
常
の
議
会
制
定
法
は
黙
示
的
に
改
廃
し
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
的
議
会
制
定
法
は

そ
れ
が
出
来
な
い
（
69
）

。
七
二
年
Ｅ
Ｃ
Ａ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
効
力
に
よ
り
、
憲
法
的
議
会
制
定
法
で
あ
る
（
70
）

と
断
じ
た
の
で
あ
る
。

ロ
ー
ズ
判
事
の
こ
の
区
分
の
う
ち
、
憲
法
的
議
会
制
定
法
と
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
さ
ほ
ど
異
論
を
さ
し
は
さ
む
者
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
こ
で
提
示
さ
れ
た
基
準
は
な
お
抽
象
的
で
、
こ
れ
に
は
異
論
も
批
判
も
少
な
か
ら
ず
出
る
か
も
し
れ
な
い
。
同
時
に
、
こ
の
よ

う
に
憲
法
的
制
定
法
と
通
常
の
制
定
法
と
に
区
分
し
な
が
ら
な
お
、
明
示
的
な
廃
止
の
原
則
に
こ
の
区
分
と
そ
の
基
準
を
適
用
し
な
い
と

す
れ
ば
、
い
さ
さ
か
矛
盾
も
感
じ
よ
う
（
71
）

。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
に
よ
り
議
会
主
権
の
中
核
的
部
分
は
な
お
維
持
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
件
に
お
け
る
ロ
ー
ズ
判
事
の
議
会
制
定
法
の
階
層
化
は
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
性
に
対
す
る
議
会
主
権
の
伝
統
的
立

四
四



イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
三
一
）

場
に
フ
ァ
ク
タ
テ
ー
ム
社
判
決
以
上
に
大
き
く
踏
み
込
ん
だ
画
期
的
判
決
と
し
て
一
定
程
度
評
価
で
き
る
が
、
や
は
り
こ
こ
は
今
後
の
最

高
裁
判
所
の
判
例
の
さ
ら
な
る
動
向
を
注
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
本
件
ソ
バ
ー
ン
上
訴
事
件
は
上
述
し
た
よ
う
に
さ
ら
に
貴

族
院
へ
上
訴
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
上
訴
に
合
理
的
な
主
張
を
構
成
す
る
ほ
ど
の
何
ら
か
の
問
題
を
提
起
し
て
い
な
い
と
し
て
却
下
さ
れ

た
。
ロ
ー
ズ
判
事
が
議
会
制
定
法
を
二
分
化
し
た
こ
れ
ほ
ど
重
要
な
判
決
に
貴
族
院
は
な
ぜ
意
見
を
表
明
す
る
の
を
回
避
し
た
の
か
今
ひ

と
つ
疑
問
が
残
る
。
あ
る
い
は
結
果
的
に
貴
族
院
は
消
極
的
な
形
で
ロ
ー
ズ
判
事
の
見
解
を
黙
認
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
二
〇
〇
九
年

の
秋
に
運
用
を
開
始
し
た
新
し
い
イ
ギ
リ
ス
の
最
高
裁
判
所
の
今
後
の
判
例
の
展
開
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
議

会
主
権
に
対
す
る
ロ
ー
ズ
判
事
の
画
期
的
な
判
決
に
至
る
ま
で
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
発
展
し
た
先
に
何
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

推
論
を
交
え
て
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
先
に
こ
そ
、
成
文
憲
法
制
定
へ
の
道
が
拓
け
て
い
く
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
１
） 

H
u

m
an

 R
igh

ts A
ct 1998.

（
２
） 

C
on

stitu
tion

al R
eform

 A
ct 2005.

（
３
） 

S
cotlan

d
 A

ct 1998 and G
overn

m
en

t of W
ales A

ct 1998.

（
４
） S

ee e.g., A
.W

.B
radley and other, C

onstituional and A
dm

instrative L
aw

, at p49, or D
avid P

ollard and others, 

C
onstitutional and A

dm
inistrative L

aw
, 4

T
H edn., pp 49-50.

（
５
） 

労
働
党
政
権
の
ブ
ラ
ウ
ン
首
相
は
、
二
〇
〇
七
年
七
月
、
イ
ギ
リ
ス
は
成
文
憲
法
を
法
典
化
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
。

そ
の
後
政
府
は
「
イ
ギ
リ
ス
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
題
す
る
緑
書
（C

m
 7170

）
を
発
表
し
、
そ
の
な
か
で
「
イ
ギ
リ
ス
の
価
値
の
、
よ
り
明
確
な
発

露
と
イ
ギ
リ
ス
市
民
権
の
性
質
の
、
よ
り
強
い
明
確
さ
を
提
供
す
べ
き
と
す
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
、
い
ず
れ
行
政
部
と
議
会
の
関
係
に
関
す
る

何
ら
か
の
協
定
ま
た
は
成
文
憲
法
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
結
ん
だ
。
し
か
し
そ
の
後
の
政
府
の
動
き
は
消
極
的
に
な
っ
た
よ

う
に
見
え
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
政
権
は
保
守
党
に
交
代
し
た
。

四
四



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
三
二
）

（
６
） S

ee e.g., J.W
.F

. A
llison, T

he E
nglish H

istorical C
onstitution-C

ontinuity, C
hange and E

uropean E
ffects, 2007, at pp 237-44.

（
７
） S

ee e.g., H
.W

.R
. W

ade, “T
he B

asis of L
egal S

oveignty ”, 

［1955

］ C
 L

 J 172, at pp 187-8.
（
８
） 

V
an

 G
en

d
 en

 L
oos v N

ed
erlan

d
se A

d
m

in
istratie d

er B
elastin

gen, C
ase 26/62, 

［1963

］ E
C

R
 1.

（
９
） 

F
lam

in
io C

osta v E
N

E
L
, C

ase 6/64, 

［1964

］ E
C

R
 583.

欧
州
憲
法
条
約
で
は
、
Ｅ
Ｕ
法
が
加
盟
国
内
法
に
優
位
す
る
と
の
明
文
の
規

定
が
置
か
れ
た
（
Ｉ
─
6
条
）。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
オ
ラ
ン
ダ
の
国
民
投
票
で
批
准
が
拒
否
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
は
こ
の
憲
法
条
約
の
発
効
を
断
念

し
た
。
二
〇
〇
七
年
三
月
二
五
日
、
ロ
ー
マ
条
約
五
〇
周
年
を
記
念
す
る
ベ
ル
リ
ン
宣
言
で
欧
州
憲
法
条
約
に
代
わ
る
条
約
改
正
を
め
ざ
す
こ
と
と

さ
れ
、
そ
の
後
リ
ス
ボ
ン
条
約
が
発
効
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
で
Ｅ
Ｕ
法
が
加
盟
国
内
法
に
優
位
す
る
明
文
規
定
は
削
除
さ
れ
た
。
従
っ
て
こ
れ
ま
で

通
り
優
位
性
の
原
理
は
判
例
に
よ
る
。

（
10
） H

.W
.R

. W
ade, “W

hat H
as H

appened to the S
overeignty of P

arliam
ent? ” 

（1991

） 107 L
Q

R
 1.

（
11
） 

例
え
ば
特
別
な
立
法
手
続
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
立
法 

［lim
itation on m

anner and form

］ 

の
制
約
論
。S

ee, e.g., A
ttorn

ey-G
en

eral for 

N
ew

 S
ou

th
 W

ales v T
reth

ow
an 

［1932
］ A

C
 526.　

こ
れ
はC

olon
ial L

aw
s V

alid
ity A

ct 1865

の
制
定
過
程
か
ら
来
る
制
約
論
で
あ
る
。

こ
の
立
法
は
通
常
の
議
会
制
定
法
と
は
区
別
し
て
、
一
定
の
改
廃
不
可
能
（entrench

）
な
制
定
法
と
み
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
イ
ギ
リ
ス
の
議
会

と
ニ
ュ
ー
・
サ
ウ
ス
・
ウ
エ
ー
ル
ズ
の
議
会
と
の
協
賛
で
立
法
さ
れ
た
制
定
法
と
み
ら
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。Jennings 

やH
euston

ら
の
指
摘

す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。See e.g., I. Jennings, T

he L
aw

 of the C
onstitution, 5

th edn., 1959, at pp 152-3. 

こ
れ
を
含
め
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー

上
の
い
く
つ
か
の
制
約
論
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
。

（
12
） 

同
法
第
二
条
第
一
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
：「
諸
条
約
に
よ
り
、
又
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
随
時
創
設
さ
れ
、
又
は
発
生
す
る
す
べ
て

の
権
利
、
権
限
、
責
任
、
責
務
及
び
制
限
、
並
び
に
諸
条
約
に
よ
り
、
又
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
す
べ
て
の
救
済
手
段
及
び
訴
訟
手
続
で

あ
っ
て
、
連
合
王
国
内
に
お
い
て
、
諸
条
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
改
め
て
法
規
を
定
め
る
こ
と
な
く
、
法
的
効
果
を
賦
与
さ
れ
、
又
は
施
行

さ
れ
る
も
の
は
、
法
律
上
承
認
さ
れ
利
用
さ
れ
、
服
さ
れ
る
も
の
と
し
、
従
っ
て
強
行
さ
れ
、
容
認
さ
れ
、
服
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、『
強

行
可
能
な
共
同
体
の
権
利 

［enforceable C
om

m
unity right

］』
及
び
こ
れ
に
類
す
る
用
語
は
、
本
項
の
適
用
が
あ
る
権
利
に
言
及
し
て
い
る
如

く
読
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。」

四
四



イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
三
三
）

（
13
） 

大
木
雅
夫
は
そ
の
著
『
比
較
法
講
義
』（
東
大
出
版
会
、
一
九
九
二
年
）
の
な
か
で
す
で
に
こ
う
述
べ
て
い
る
：「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
は
今
や

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
な
く
現
実
で
あ
る
。
越
え
得
な
い
法
的
障
害
は
存
在
し
な
い
と
の
確
信
に
到
達
し
た
か
ら
こ
そ
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
は
実
現
し
た
の

で
は
な
い
か
」［
一
三
二
頁
］
と
。
慧
眼
で
あ
る
。

（
14
） D

icey, A
V

,  A
n

 In
trod

u
ction

 to th
e S

tu
d

y of th
e L

aw
 of th

e C
on

stitu
tion, 10

th edn, 1959, at pp 39-85. S
ee also, O

. H
. 

H
ood, C

onstitutional and A
dm

instrative L
aw

, 8
th edn., at pp 56-82. A

. W
. B

radely and other, su
pra n

ote, at 49-77. D
e S

m
ith, 

F
oundations of L

aw
: C

onstitutional and A
dm

instrative L
aw

, 4
th edn., 73-115. H

.W
.R

. W
ade, su

pra n
ote, at pp 187-88.

（
15
） P

arliam
ent can m

ake or unm
ake any law

 it chooses.

（
16
） N

o P
arliam

ent can bind or be bound.

（
17
） C

ourts cannot challenge an A
ct of P

arliam
ent.

（
18
） S

ee e.g., L
isa W

ebley and other, P
ublic L

aw
, 2009, at p 205.

（
19
） 

Ibid
.

（
20
） 

Ibid
. S

ee also, E
. G

iussani, C
onstitutional and A

dm
inistrative L

aw
, 1

st edn, at p 95-6.

（
21
） 

R
 v Jord

an 

［1967

］ C
rim

.L
.R

. 483. 
こ
の
事
件
で
被
告
は
人
種
差
別
禁
止
法
に
基
づ
く
犯
罪
を
理
由
に
、
一
八
ケ
月
の
禁
固
刑
を
言
い
渡

さ
れ
た
。
こ
れ
を
不
服
と
し
て
、
被
告
は
、
当
該
議
会
制
定
法
は
言
論
の
自
由
を
減
じ
る
も
の
で
無
効
で
あ
り
、
人
身
保
護
令
状
の
発
給
を
求
め
る

申
し
立
て
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
高
等
法
院
女
王
座
部
合
議
法
廷
は
「
国
会
は
至
上
で
あ
り
、
裁
判
所
に
は
議
会
制
定
法
の
有
効
性
を
問
題
に
す

る
権
限
は
有
し
な
い
」
と
し
て
申
し
立
て
を
却
下
し
た
。

（
22
） 

顕
著
な
例
は
、Irish F

ree S
tate 

（C
onstitution

） A
ct 1922

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
以
前
に
制
定
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
連
合
（the 

C
om

m
onw

ealth

）
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
合
併
は
「
永
久forever

」
で
あ
る
と
規
定
す
るT

he A
ct of U

nion w
ith Ireland

を
も
廃
止
し
て
現
在

の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
で
あ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
一
部
を
連
合
王
国
の
残
り
の
部
分
か
ら
分
離
さ
せ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
議
会
主
権
の
ま

え
に
は
た
と
え
「
永
久
」
に
と
定
め
た
前
の
議
会
制
定
法
さ
え
も
後
の
議
会
は
廃
止
し
て
し
ま
う
好
例
で
あ
ろ
う
。S

ee e.g., D
.C

.M
. Y

ardley, 

Introduction to B
ritish C

onstitution, 4
th ed., at p 30.

四
四



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
三
四
）

（
23
） 

V
au

xh
all E

states, L
td

. v L
iverpool C

orporation 

［1932

］ 1 K
B

 733.
（
24
） 

E
llen

 S
teet E

states, L
td

. v M
in

ister of H
ealth 

［1934

］ 1K
B

 590.
（
25
） Id., at 590.

（
26
） 

B
lackbu

rn
 v A

ttorn
ey-G

en
eral 

［1971

］ 1 W
L

R
 1037; 

［1971

］ C
M

L
R

 781.

（
27
） P

er 
控
訴
院
記
録
長
官
デ
ニ
ン
グ
（D

enning

）
卿
判
事
、
サ
ー
モ
ン
（S

alm
on

）
判
事
及
び
ス
タ
ン
プ
（S

tam
p

）
判
事
。

（
28
） 

な
お
、
デ
ニ
ン
グ
卿
判
事
は
別
の
事
件
（B

u
lm

er L
td

 v B
ollin

ger S
A

 

［1974

］ 2 C
M

L
R

 91; 

［1974

］ 2 A
L

L
 E

R
 1226

）
で
フ
ラ
ン

ス
の
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
の
ボ
ト
ラ
ー
で
あ
るB

ollinger

が
イ
ギ
リ
ス
のB

ulm
er

が
自
社
のB

abycham

をC
ham

pagne perry

と
銘
打
っ
て
い

る
こ
と
を
差
止
め
よ
う
と
し
て
欧
州
司
法
裁
判
所
に
事
件
を
付
託
す
る
よ
う
求
め
た
事
件
で
あ
る
。
デ
ニ
ン
グ
卿
は
本
件
で
は
付
託
の
必
要
な
し
と

判
示
し
、
同
時
に
付
託
の
基
準
を
提
示
し
た
こ
と
で
注
目
を
浴
び
た
事
件
だ
が
、
も
う
一
つ
、
彼
は
こ
の
判
決
で
次
の“incom

ing tide speech

（
押

し
寄
せ
る
潮
ス
ピ
ー
チ
）”

を
行
っ
た
こ
と
で
有
名
で
も
あ
る
。
そ
の
中
で
彼
は
：「
我
々
が
ひ
と
た
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
事
項
に
足
を
踏
み
入
れ
る
や
、

条
約
を
は
じ
め
と
す
る
共
同
体
法
が
押
し
寄
せ
る
潮
の
よ
う
に
な
る
…
こ
れ
を
押
し
と
ど
め
よ
う
に
も
押
し
と
ど
め
ら
れ
な
い
。」
と
述
べ
た
。

（
29
） 

こ
れ
は
一
九
三
五
年
の
イ
ギ
リ
ス
石
炭
公
社
事
件
判
決
に
お
け
る
有
名
な
サ
ン
キ
ー
判
事
の
言
葉
で
デ
ニ
ン
グ
卿
は
こ
れ
を
引
用
し
た
。

（
30
） 

E
sso P

etroleu
m

 v K
in

gsw
ood

 M
otors L

td 
［1974

］ 1 Q
B

 142.

（
31
） J.W

. B
ridge, “C

om
m

unity L
aw

 and E
nglish C

ourts and T
ribunal: G

eneral P
rinciples and P

arliam
entary R

ulings ” E
.L

. 

R
ev. 13, at p 16.

（
32
） 

も
っ
と
も
、J. W

. B
ridge

論
文
の
評
価
に
反
す
る
見
方
も
あ
る
。
フ
ォ
ー
マ
ン
は
そ
の
論
文“A

ttitude of B
ritish C

ourts to 

C
om

m
unity L

aw
-F

irst T
hree Y

ears ”

で
、
こ
の
事
件
判
決
に
お
け
る
ブ
リ
ッ
ジ
判
事
の
宣
明
は
「
必
ず
し
も
Ｅ
Ｃ
法
の
独
自
性
と
い
う
性
格

を
十
分
に
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
（S

ee J. F
orm

an, T
he A

ttitude of B
ritish C

ourts to C
om

m
unity L

aw
: T

he 

F
irst T

hree Y
ears, 13 C

M
L

R
ev 13, at p 16.

）

（
33
） 

M
acarth

y v S
m

ith 

［1981

］ Q
B

 181; 

（C
ase 127/79

） A
ll E

R
 

［1981
］ 111.

（
34
） 

Ｅ
Ｃ
の
設
立
条
約
で
あ
る
ロ
ー
マ
条
約
の
第
一
一
九
条
第
一
項
・
第
二
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
各
加
盟
国
は
、
同
一
の
労
働

四
四



イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
三
五
）

又
は
同
一
価
値
の
労
働
に
対
す
る
男
子
及
び
女
子
労
働
者
間
の
同
一
賃
金
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。
本
条
の
適
用
に

お
い
て
、「
賃
金
（pay

）」
と
は
、
労
働
者
が
そ
の
雇
用
に
関
し
て
使
用
者
か
ら
直
接
又
は
間
接
に
受
け
取
る
と
こ
ろ
の
通
常
の
基
本
的
な
又
は
最

低
の
賃
金
又
は
給
与
若
し
く
は
現
金
で
あ
れ
現
物
給
付
で
あ
れ
他
の
い
か
な
る
報
酬
を
意
味
す
る
。
性
に
基
づ
く
差
別
の
な
い
同
一
賃
金
と
は
、
⒜

出
来
高
払
い
の
同
一
労
働
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
賃
金
は
同
一
の
計
算
単
位
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
、
⒝
時
間
払
い
の
労
働
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る

賃
金
は
同
一
職
種
（job

）
に
つ
き
同
一
で
あ
る
、
こ
と
を
意
味
す
る
。」

（
35
） 

G
arlan

d
 v B

ritish
 R

ail E
n

gin
eerin

g L
td 

［1982

］ 2 A
ll E

R
 402; 

［1983

］ 2 A
C

 751.

（
36
） E

C
A

1972 

の
二
条
四
項
：
制
定
さ
れ
、
ま
た
は
制
定
さ
れ
る
べ
き
法
規
は
…
本
条
上
記
の
諸
規
定
の
制
約
の
範
囲
内
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
か

つ
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。」

（
37
） 

P
icston

e v F
reem

an
s plc 

［1989

］ A
C

 66.

（
38
） R

v S
ecretary of S

tate for Jransport, ex parte F
actortam

e L
td and O

thers 

［1990

］ 3 C
M

L
R

 375; 

［1990

］ 2 A
C

 85 

［H
L

］.

（
39
） M

erchant S
hipping A

ct 1988, P
art II, s. 14. “...a fishing vessel is B

ritish ow
ned ...as to not less than the relevant percentage 

of the property in the vessel, by one or m
ore qualified persons ...or w

holly by a qualified com
pany or com

panies... ”

（
40
） 

現
行
条
約
で
は
四
三
条
。

（
41
） 

S
u

pra n
ote 14, F

actortam
e L

td
 an

d
 oth

ers v S
ecretary of S

tate for T
ran

sport 

［on appeal from
 R

 v S
ecretary of S

tate for 

T
ran

sport, ex p F
actortam

e L
td

 an
d

 oth
ers

］ ［1990
］ 2 A

C
 85 

［H
L

］ at 143.

（
42
） 

F
actortam

e 

（N
o. 2

） ［1991

］ 1 A
C

 603.

（
43
） 

F
actortam

e 

（N
o. 3

） ［1992

］ Q
B

 680.

（
44
） 

［1990

］ 3 C
M

L
R

 867.

（
45
） 

［1990

］ 3 C
M

L
R

 375; see, su
pra n

ote 18. F
actortam

e 

（N
o. 2

） ［1991

］ 1 A
C

 603. 

欧
州
司
法
裁
判
所
は
貴
族
院
の
考
え
を
否
定
し

た
。
こ
れ
を
受
け
て
貴
族
院
は
仮
差
止
命
令
の
発
給
を
許
し
た
。

（
46
） 

貴
族
院
が
仮
差
止
命
令
の
発
給
を
認
め
た
こ
と
で
、
高
等
法
院
合
議
法
廷
で
本
件
を
見
直
し
、
そ
の
結
果
、
五
三
条
（
現
四
三
条
）
は
侵
害
さ

四
四



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
三
六
）

れ
た
と
判
示
し
た
。S

ee, su
pra n

ote 18, F
actortam

e 

（N
o. 3

） ［1992

］ Q
B

 680.
（
47
） P

er L
ord B

ridge at p 379. 
（
48
） 

Id
., at p 380.

（
49
） 

Ibid
.

（
50
） 

T
h

obu
rn

 v S
u

n
d

erlan
d

 C
ity C

ou
n

cil 

［2002

］ E
W

H
C

 195; 

［2003

］ Q
B

 151; 

［2002

］ 3 W
L

R
 247; 

［2002

］ 4 A
ll E

R
 156. 

（
51
） D

irective 80/181/E
E

C

に
よ
り
、
こ
れ
ま
でD

irective 71/354/E
E

C

で
禁
じ
ら
れ
て
い
た
メ
ー
ト
ル
法
以
外
の
単
位
はD

irective 

80/181/E
E

C

に
よ
り
修
正
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
は
こ
れ
ま
で
の
ポ
ン
ド
、
オ
ン
ス
、
フ
ィ
ー
ト
、
イ
ン
チ
あ
る
い
は
ヤ
ー
ド
な
ど
は
一
九
八
九
年
末

ま
で
継
続
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
が
そ
の
後
、D

irective 89/617/E
E

C

に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
ポ
ン
ド
・
ヤ
ー
ド
式
単
位
は

一
九
九
四
年
末
ま
で
使
用
を
延
長
さ
れ
た
。

（
52
） 

二
〇
〇
一
年
三
月
、
サ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
の
青
物
商
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ソ
バ
ー
ン
（S

teven T
hoburn

）
は
一
九
八
五
年
法
に
従
わ
な
い
重
量

計
を
使
用
し
て
い
る
と
し
て
彼
の
使
用
し
て
い
る
重
量
計
は
違
法
で
あ
る
と
当
局
か
ら
二
度
警
告
さ
れ
て
い
た
が
、
な
お
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
た

め
、
当
局
に
告
訴
さ
れ
、
サ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
治
安
判
事
裁
判
所
（S

underland M
agistrates C

ourt

）
で
有
罪
と
さ
れ
た
。P

er D
istrict Judge 

B
ruce M

organ sitting at S
underland M

agistrates C
ourt.

（
53
） 

コ
ー
リ
ン
・
ハ
ン
ト 

（C
olin H

unt

） 

は
ハ
ッ
ク
ニ
で
果
物
と
野
菜
を
売
り
、
価
格
表
示
を
英
国
式
ポ
ン
ド
式
で
表
示
し
た
た
め
、
二
〇
〇
一

年
六
月
テ
ー
ム
ズ
治
安
判
事
裁
判
所
（T

ham
es M

agistrate C
ourt

）
で
有
罪
と
さ
れ
た
。P

er D
istrict Judge A

lan B
aldw

in sitting at 

T
ham

es M
agistrates ’ C

ourt.

（
54
） 

青
物
商
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ハ
ー
マ
ン
（Julian H

arm
an

）
と
魚
屋
ジ
ョ
ン
・
ド
ー
ヴ
（John D

ove

）
は
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
の
キ
ャ
メ
ル
フ
ォ
ー

ド
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
ポ
ン
ド
等
旧
式
の
度
量
衡
に
よ
る
表
示
だ
け
で
品
物
を
販
売
し
続
け
、
二
〇
〇
一
年
八
月
、
ボ
ド
ミ
ン
治
安
判
事
裁
判
所

（B
odm

in M
agistrates C

ourt

）
で
両
者
と
も
有
罪
と
さ
れ
た
。

（
55
） 

ピ
ー
タ
ー
・
コ
リ
ン
ズ
対
サ
ッ
ト
ン
・
ロ
ン
ド
ン
区
会
事
件
に
お
い
て
、
コ
リ
ン
ズ
は
二
〇
〇
一
年
三
月
三
一
日
付
け
で
満
了
す
る
街
頭
で
の

商
取
引
の
免
許
更
新
で
サ
ッ
ト
ン
・
ロ
ン
ド
ン
区
会
当
局
か
ら
取
引
商
品
に
メ
ー
ト
ル
法
の
表
示
を
付
す
よ
う
要
件
づ
け
る
決
定
を
受
け
た
。
こ
の

四
五



イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
議
会
制
定
法
の
階
層
化
に
つ
い
て
（
加
藤
）

（
二
三
七
）

決
定
を
不
服
と
し
て
区
会
当
局
に
異
議
申
し
立
て
を
し
た
が
、
そ
れ
が
却
下
さ
れ
た
の
で
、
一
九
九
〇
年
ロ
ン
ド
ン
地
方
当
局
法
（L

ondon L
ocal 

A
uthorities A

ct 1990

）
に
基
づ
き
、
サ
ッ
ト
ン
治
安
判
事
裁
判
所
（S

utton M
agistrates ’ C

ourt

）
に
上
訴
し
た
。
し
か
し
コ
リ
ン
ズ
の
主
張

は
斥
け
ら
れ
た
。

（
56
） 
［2002
］ E

W
H

C
 195 at para 37

以
下
参
照
。 

（
57
） 

同
時
に
こ
の
規
則
は
、
帝
国
式
度
量
衡
は
、
メ
ー
ト
ル
法
の
補
助
的
な
役
割
を
も
つ
こ
と
を
条
件
に
、
一
定
期
間
、
帝
国
式
度
量
衡
を
認
め
る

こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
政
府
は
二
〇
〇
一
年
新
た
な
規
則
（U
nits of M

easurem
ent R

egulations 2001

）
を
制
定
し
、
当
初
の
期
限
を
修
正
し
、

二
〇
一
〇
年
ま
で
帝
国
式
度
量
衡
を
補
助
的
な
計
り
と
し
て
許
さ
れ
た
。

（
58
） 

［2002

］ E
W

H
C

 195 at para 62. 

そ
の
例
と
し
て
、
ロ
ー
ズ
判
事
は
次
の
判
例
を
挙
げ
る
：R

 v S
ecretary of S

tate for th
e H

om
e 

D
epartm

en
t ex parte S

im
m

s an
d

 an
oth

er 

［2000

］ A
C

 115 per L
ord H

offm
an at 131, R

 v S
ecretary of S

tate for th
e H

om
e 

D
epartm

en
t ex part P

ierson 
［1998

］ A
C

 539, R
 v S

ecretary of S
tate for th

e H
om

e D
epartm

en
t ex parte L

eech
 ［1994

］ Q
B

 198, 

D
erbysh

ire C
ou

n
ty C

ou
n

cil v T
im

es N
ew

spapers L
td

 an
d

 oth
ers 

［1993

］ A
C

 534, R
 v L

ord
 C

h
an

celler ex parte W
ith

am
 

［1998

］ Q
B

 575.

（
59
） 

［2002

］ E
W

H
C

 195 at para 60

（
60
） 

Id
., at para 63.

（
61
） 

Id
., at para 59.

（
62
） 

Id
., at para 62.

（
63
） 

一
二
一
五
年
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
は
署
名
さ
れ
て
間
も
な
く
無
効
と
宣
言
さ
れ
、
ま
た
修
正
・
再
発
効
を
く
り
返
え
し
た
。
最
終
的
に
現
行
法

と
し
て
有
効
に
な
っ
た
の
は
一
二
二
五
年
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
で
、
そ
れ
は
一
二
九
七
年
、
正
式
に
制
定
法
集
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。

（
64
） D

.P
ollard

、N
. P

arpw
orth and D

. H
ughes, su

pra n
ote,  at 59.

（
65
） 

（1

） T
he Y

ard or the m
etre shall be the unit of m

easurem
ent of length and the pound or the kilogram

 shall be the unit of 

m
easurem

ent of m
ass by reference to w

hich any m
easurem

ent involving a m
easurem

ent of length or m
ass shall be m

ade in the 

四
五



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
三
八
）

U
nited K

ingdom
; and – 

（a

） the yard shall be 0.9144 m
etre exactly; 

（b

） the pound shall be 0.45359237 kilogram
 exactly.

（
66
） T

he provision enables the am
endm

ent of prim
ary legislation using delegated 

（or secondary

） legislation.
（
67
） S

ee, su
pra n

ote 44.

（
68
） 

Ibid.

（
69
） 

Ibid.

（
70
） 

Ibid.

（
71
） L

isa W
ebley and other, su

pra n
ote 18, at p 208.

四
五


